
証券コード：1719

2026年３月期
定時株主総会招集ご通知

日時
2026 年６月 26日（金曜日）午前 10時

場所
東京都港区東新橋一丁目９番１号	 	
東京汐留ビルディング
株式会社安藤・間　本社（４階会議室）

決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件　
第２号議案　	取締役（監査等委員である取締役を	

除く）６名の選任の件

インターネットまたは書面（郵送）による
議決権行使期限

2026年６月25日（木曜日）午後５時15分まで

「ネットで招集」のご案内
「招集ご通知」をインターネットで簡単・便利に

スマートフォンでの議決権行使もできます
「ネットで招集」トップページ右上の 議決権行使 ボタンを

押すと、お手元の端末のカメラが起動します。カメラで議決
権行使書用紙のQRコードを撮影すれば、スマートフォンで
議決権行使ができる画面にアクセスいただけます。

「招集ご通知」の主な掲載内容を、パソコン・スマート 
フォン・タブレット端末などからご覧いただけます。

https://s.srdb.jp/1719/

「ネットで招集」トップ画面



株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ここに2026年３月期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
2020年２月の長期ビジョン「安藤ハザマVISION2030」策定以来、当社グ
ループは４つの価値創造（お客様価値・株主価値・環境価値・従業員価値）に
向け、一丸となって取り組んでおります。本年３月までの前中期経営計画では、
「企業価値向上」と「会社の魅力向上」を基本方針として様々な施策を推進して
まいりました。堅調な建設投資の後押しもあり、業績面では目標数値を達成し、
株主還元については着実に増配を実施してまいりました。
本年４月に開始した「中期経営計画2028」では、当社の強み分野の中で、今
後成長が見込める分野へ投資を集中し、長年積み上げてきた強みをさらに強化
するとともに、これまで以上に協力会社を含むビジネスパートナーとの関係を
深化させ、他社が追随できないポジションの確立を目指します。
長期ビジョンに「ビジネスパートナー価値の創造」を追加し、「５つの価値創
造に向けて～魅力的な企業であり続ける～」を基本方針と定め、各種施策を展
開してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

代表取締役社長

目次
・2026年３月期定時株主総会招集ご通知・・・・ ２
・株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・ ７
・事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・17
・連結計算書類・・・・・・・・・・・・・・・40
・計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・43
・監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・47
・ご参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

電子提供措置により、株主総会参考書類等は、当社
ウェブサイト等に、招集ご通知と一体のものとして掲
載しております（左記目次は当社ウェブサイト等掲載
の招集ご通知にかかるものです。）。
招集ご通知に記載のURLにアクセスのうえご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ
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証券コード　1719
2026年６月２日

（電子提供措置の開始日　2026年５月22日）

株 主 各 位
東京都港区東新橋一丁目９番１号

代表取締役社長 国　谷　一　彦

2026年３月期定時株主総会招集ご通知
拝啓・平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社2026年３月期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっ
ており、インターネット上の当社ウェブサイトに「2026年３月期定時株主総会招集ご通知」および
「2026年３月期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として掲載しており
ますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

・当社ウェブサイト	https://www.ad-hzm.co.jp/ir/convocation/

また、上記の他、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
・	東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）		
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」「株主総会招集通知／株主総会資料」
を順にご選択ください。

・ネットで招集	https://s.srdb.jp/1719/

なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月25日（木曜日）午後５時
15分までに、議案に対する賛否をインターネットにご入力いただくか、書面が到着するようにご送付
いただきますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日　　時・ 2026年６月26日（金曜日）午前10時
２．場　　所・ ・東京都港区東新橋一丁目９番１号　東京汐留ビルディング・・

株式会社安藤・間　本社（４階会議室）
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３．目的事項
報告事項・ １．・2026年３月期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

・ ２．・2026年３月期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容
報告の件

決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　・　当期の期末配当金を１株につき40円とすることについて、ご承認をお願いするものです。・
これにより、当期における配当金は、中間配当金40円を含めて、１株につき80円となります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名の選任の件
　・　以下の６名の選任について、ご承認をお願いするものです。

候補者
番　号 氏　　名

１
くに や かず ひこ

国 谷 一 彦 再任 男性

２
こ まつ たけし

小 松 健 再任 男性

３
もんじゅがわ しん いち

文珠川 新 一 新任 男性

候補者
番　号 氏　　名

４
ふじ た まさ み

藤 田 正 美 再任 社外 独立 男性

５
きた がわ ま　り　こ

北 川 真理子 再任 社外 独立 女性

６
くわ やま み　え　こ

桑 山 三恵子 再任 社外 独立 女性

◎各議案の詳細は、株主総会参考書類（７ページ以降）に記載しております。
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４．その他招集にあたっての決定事項
（1）・インターネットと議決権行使書の郵送により重複して議決権を行使された場合は、インター

ネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。また、インターネットにより
複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただき
ます。

（2）・議決権の代理行使については、当社定款の規定に基づき、当社の議決権を有する他の株主様
１名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主様または代理
人は、代理権を証明する書面を当社にご提出していただく必要があります。

（3）・ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成
の意思表示があったものとして取り扱います。

・ 以　上
・
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎当日の受付開始は午前９時を予定しております。
◎書面交付請求されていない株主様には、本招集ご通知のみをご送付しております。
◎・電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主
様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を
監査しております。
　①・連結計算書類の連結注記表　②・計算書類の個別注記表
◎・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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ご
注
意
事
項

・毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止しています。
・・パソコン、スマートフォン等のご利用環境や、ご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があ
ります。その際は、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

・議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダーおよび通信事業者の費用は、株主様のご負担となります。

機関投資家の皆様へ
議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「議決権行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間・午前９時～午後９時）

議決権行使のご案内
　次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

行使期限

行使方法

株主総会開催日時
2026年６月26日（金）

午前10時
2026年６月25日（木）

午後５時15分必着

書面（郵送）による
議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案の・
賛否をご記入のうえ、行使期限まで
に到着するようご返送ください。

インターネットによる
議決権行使の場合

下記の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。受付開始は午前
９時を予定しております。

株主総会に
ご出席される場合

議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

2026年６月25日（木）
午後５時15分まで

QRコードを読み取る方法

2・ 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載の「ログインID」・「仮パスワード」を入力
することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1・ 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
2・ 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使サイト　https://evote.tr.mufg.jp/
ログインID・仮パスワードを入力する方法

1・ ・議決権行使サイトにアクセスし、議決権行使書用紙に記載さ
れた「ログインID」・「仮パスワード」を入力し、「ログイン」
をクリックしてください。

株式会社 安藤・間

株式会社 安藤・間
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当日の株主総会の模様をご視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによりライブ配信いたします。
配信日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで
URL https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

インターネットによる株主総会ライブ配信のご案内

QRコードを読み取る方法

※「ログインID」と「パスワード」の入力を省略できます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ご案内用紙に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取り
ログインしてください。

上記URLからログインページにアクセスし、
㋐ご案内用紙に記載の「ログインID」と「パスワード」を入力し、
㋑利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、
㋒「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ログインID・パスワードを入力する方法

安藤・間

(2)		ログイン後、「当日ライブ視聴」をクリックし、ご利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェッ
クし、「視聴する」をクリックしてご視聴を開始してください。

※当日ライブ視聴ページは、開始時刻30分前頃よりアクセス可能となります。
2	注意事項

・	ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使やご質問も含めた一切のご発言を行ってい
ただくことはできません。議決権につきましては、インターネットまたは書面郵送による事前の行使をお願い申し上げます。

・	当日のライブ配信は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでし
まう場合がございます。あらかじめご了承ください。

・	ライブ配信をご覧いただけるのは株主様本人のみに限定させていただきます。代理人等によるご視聴はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
・	ご使用の機器およびインターネットの接続環境等により、ご視聴いただけない場合や、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらか
じめご了承ください。なお、ご視聴いただく場合の通信料金等は各株主様のご負担となります。

・ライブ配信の撮影、録画、録音、保存およびSNSなどでの無断公開は固くお断りします。
・	やむを得ない事情により、ライブ配信を行うことができなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

■株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」、ログインIDおよびパスワードに関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 電話：0120－676－808
土日祝日等を除く平日午前9時から午後5時まで　ただし、株主総会当日は午前9時から株主総会終了まで

■ライブ配信（動画プレイヤーの視聴不具合等）に関するお問い合わせ
株式会社Ｊストリーム　ライブサポート係 電話：0120－597－260
2026年6月26日（金）〈株主総会当日〉午前9時30分から株主総会終了まで

1	株主総会オンラインサイト「Engagement	Portal」におけるご視聴方法
(1)		同封の【株主総会オンラインサイト「Engagement	Portal」のご案内】(以下、「ご案内用紙」といいます。)

をご参照のうえ、パソコン、スマートフォン等からログインしてください。
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第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、将来の成長に向けた投資活動と財務の健全性の維持を図るとともに、業績、財政状態および経営環境等を考慮し、
株主の皆様へ継続的かつ安定的に配当を実施することを基本としております。
　2026年３月期の期末配当につきましては、当期の業績、財政状態、将来の経営環境等を総合的に勘案し、１株につき、
金40円の配当とさせていただきたいと存じます。これにより、当期における配当金は、中間配当金40円を含めて、１株に
つき80円となります。

期末配当に関する事項
　　１．配当財産の種類
　　　　金銭
　　２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　　当社普通株式１株につき金40円　　総額6,404,440,480円
　　３．剰余金の配当が効力を生ずる日
　　　　2026年６月29日

議案および参考事項

株主総会参考書類
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名の選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）５名全員は、本総会終結の時をもって任期満
了となります。つきましては、取締役会のガバナンスおよびモニタリング機能の一層の強化のため、１名増員し、取締役６
名の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりです。

候補者
番　号 氏　　名 当社における現在の地位 取締役会

出席状況
在任年数

(本総会終結時)

１
くに や かず ひこ

国 谷 一 彦 再任 男性 代表取締役社長 100％
（13回/13回） ４年

２
こ まつ たけし

小 松 健 再任 男性 取締役専務執行役員
建築事業本部長

100％
（13回/13回） ５年

３
もんじゅがわ しん いち

文珠川 新 一 新任 男性 常務執行役員 審査・財務担当 
管理本部長 兼 防災担当 ― ―

４
ふじ た まさ み

藤 田 正 美 再任 社外 独立 男性 社外取締役 100％
（13回/13回） ９年

５
きた がわ ま　り　こ

北 川 真理子 再任 社外 独立 女性 社外取締役 100％
（13回/13回） ９年

６
くわ やま み　え　こ

桑 山 三恵子 再任 社外 独立 女性 社外取締役 100％
（13回/13回） ８年

（注）・当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および訴訟
費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該
保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。

＜監査等委員会の意見＞
　取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任等および報酬等につきましては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬
委員会」において、構成員である常勤監査等委員が、選任等については取締役候補者の選任プロセスやその内容等を、また報
酬等については報酬体系の考え方や具体的な報酬額の算定方法等を確認したうえで、監査等委員会において報告、協議いたし
ました。
　この結果、監査等委員会としては、取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任等および報酬等のいずれについても妥
当であり、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至りました。
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候補者番号 1 国
くに

谷
や

　一
かず

彦
ひこ

　1963年９月12日生（62歳） 再任 男性

所有する当社株式の数
10,800株

取締役在任年数
４年

2025年度における
取締役会への出席状況
13回出席／13回開催
（出席率100％）

■略歴および当社における地位、担当
1988年 ４月 株式会社間組・入社
2016年 ４月 当社土木事業本部・土木事業企画部長
2018年 ７月 当社社長室・経営企画部長・兼・土木事

業本部・土木事業企画部長
2019年 ４月 当社経営企画部長・兼・建設本部副本部

長
2020年 ４月 当社執行役員・東京支店副支店長

2021年 ４月 当社執行役員・関東支店長
2022年 ４月 当社常務執行役員・情報担当・経営戦略

本部長
2022年 ６月 当社取締役常務執行役員・情報担当・経

営戦略本部長
2023年 ４月 当社代表取締役社長（現任）

現在に至る

■重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。

■当社との特別の利害関係等
国谷一彦氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。

■取締役候補者とした理由
国谷一彦氏は、長年にわたり土木事業に携わり、建設事業に関する豊富な経験、知識と高い専門性を有しており
ます。2023年4月に代表取締役社長に就任して以降は、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等を牽引し
ております。
今後も、「安藤ハザマVISION2030」の実現に向け、中期経営計画の推進にリーダーシップを発揮し、当社の持
続的成長とすべてのステークホルダーにおける企業価値向上に邁進していくものと判断し、引き続き取締役候補
者といたしました。
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候補者番号 2 小
こ

松
まつ

　健
たけし

　1957年11月13日生（68歳） 再任 男性

所有する当社株式の数
8,700株

取締役在任年数
５年

2025年度における
取締役会への出席状況
13回出席／13回開催
（出席率100％）

■略歴および当社における地位、担当
1982年 ４月 安藤建設株式会社・入社
2009年 ４月 同社九州支店工事部長
2010年 ４月 同社九州支店副支店長
2012年 ４月 同社広島支店長
2013年 ４月 当社役員待遇・九州支店副支店長
2015年 ４月 当社執行役員・九州支店長
2018年 ４月 当社執行役員・名古屋支店長
2019年 ４月 当社執行役員・東京支店長

2020年 ４月 当社常務執行役員・東京支店長
2021年 ４月 当社常務執行役員・営業本部長
2021年 ６月 当社取締役常務執行役員・営業本部長
2024年 ４月 当社取締役専務執行役員・営業本部長
2025年 ４月 当社取締役専務執行役員・建築事業本

部長（現任）
現在に至る

■重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。

■当社との特別の利害関係等
小松健氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。

■取締役候補者とした理由
小松健氏は、長年にわたり建築事業に携わり、建設事業に関する豊富な経験、知識と高い専門性を有しておりま
す。2021年6月に取締役に就任して以降は、営業部門や建築事業全般を統括し、経営の重要事項の決定および業
務執行の監督等を行っております。
今後も、これまでに培った知見を活かし、特に「営業・マーケティング」、「安全・品質」および「環境戦略」の
分野において、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献していくものと判断し、引き続き取締役候補者といたし
ました。
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候補者番号 3 文
もん

珠
じゅ

川
がわ

　新
しん

一
いち

　1966年９月11日生（59歳） 新任 男性

所有する当社株式の数
2,600株

■略歴および当社における地位、担当
1989年 ４月 株式会社間組・入社
2017年 ６月 当社関東土木支店管理部長
2019年 ４月 当社東京支店管理部長・兼・関東支店管

理部長
2020年10月 当社人事部長
2022年 ４月 当社執行役員・管理本部副本部長・兼・

管理本部総務部長

2023年 ４月 当社執行役員・審査・財務担当・管理本
部長・兼・防災担当

2026年 ４月 当社常務執行役員・審査・財務担当・管
理本部長・兼・防災担当（現任）
現在に至る

■重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。

■当社との特別の利害関係等
文珠川新一氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。

■取締役候補者とした理由
文珠川新一氏は、審査・財務・人事・総務等の管理業務に携わった豊富な経験、知識を有しており、これまで、
全社の管理部門の業務執行を統括・監督してまいりました。
今後は、これまでに培った知見を活かし、取締役会のガバナンスおよびモニタリング機能をより一層強化すると
ともに、特に「財務・会計」、「リスク管理・コンプライアンス」および「人的資本」の分野において、当社の持
続的成長と企業価値向上に貢献していくものと判断し、新たに取締役候補者といたしました。

11



候補者番号 4 藤
ふじ

田
た

　正
まさ

美
み

　1956年９月22日生（69歳） 再任 社外 独立 男性

所有する当社株式の数
6,500株

取締役在任年数
９年

2025年度における
取締役会への出席状況
13回出席／13回開催
（出席率100％）

■略歴および当社における地位、担当
1980年 ４月 富士通株式会社・入社
2001年12月 同社秘書室長
2006年 ６月 同社経営執行役
2009年 ６月 同社執行役員常務
2010年 ４月 同社執行役員副社長
2010年 ６月 同社取締役執行役員副社長
2012年 ６月 同社代表取締役副社長

（2016年４月退任）

2016年 ４月 株式会社富士通マーケティング
（現・富士通Japan株式会社）
代表取締役社長（2018年12月退任）

2017年 ６月 当社社外取締役（現任）
2019年 ４月 新光電気工業株式会社・

執行役員副社長
2019年 ６月 同社代表取締役社長
2021年 ６月 同社代表取締役会長

（2025年６月退任）
2023年 ３月 DIC株式会社・社外取締役（現任）

現在に至る

■重要な兼職の状況
DIC株式会社・社外取締役

■当社との特別の利害関係等
藤田正美氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。

■社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
藤田正美氏は、富士通株式会社およびその子会社において、執行役員や代表取締役等として長年にわたり会社経
営に携わった経験を有しています。その経験、知識を基に、今後も当社の経営を監督し、コーポレート・ガバナ
ンスの一層の強化等に貢献するものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
選任後は、特に「企業経営・経営戦略」、「リスク管理・コンプライアンス」および「人的資本」の分野において、
これまでに培った知見を活かし、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監督していただくことを期待して
おります。
また、「指名・報酬委員会」の委員長および「サステナビリティ委員会」の委員を引き続き委嘱する予定です。

（注）・1.・同氏は、社外取締役候補者です。
・ 2.・・当社は、同氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その限度

額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏と当該契約を継続する予定です。
・ 3.・・同氏の再任が承認された場合、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.（３）の２」に定める独立性基準に基づき、その独立性が確

保され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、引き続き同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定です。
・ 4.・・重要な兼職先等と当社との関係
・ ・ ・同氏が2025年６月まで代表取締役会長を務めていた新光電気工業株式会社は、当社と工事請負等の取引関係があり、過去３年間の当社連結売上高のうち、同社

からの売上高は、2024年３月期は0.2％程度、2025年３月期は0.1％未満、2026年３月期は取引がなく、当社にとっての同社の影響は僅かです。これ以外に同
社と当社との間には、過去３年間の取引関係がなく、特別の利害関係がないと判断しております。その他の重要な兼職先と当社との間には過去３年間の取引関係
がなく、特別の利害関係はありません。

・ 5.・・同氏は、過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員に就任していたことはありません。
・ 6.・・同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
・ 7.・・同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等内の親族その他これらに類する者ではありません。
・ 8.・・同氏に関する上記記載に関して、同氏からの意見は、特段ありません。
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候補者番号 5 北
きた

川
がわ

　真
ま

理
り

子
こ

　1965年４月３日生（61歳） 再任 社外 独立 女性

所有する当社株式の数
1,100株

取締役在任年数
９年

2025年度における
取締役会への出席状況
13回出席／13回開催
（出席率100％）

■略歴および当社における地位、担当
1999年 ５月 月島倉庫株式会社・入社
2000年 ７月 同社ＩＴ事業部長
2001年 ６月 株式会社サイマックス・取締役（現任）
2002年 ６月 月島倉庫株式会社・取締役
2003年 ４月 同社取締役営業本部副本部長
2004年 ６月 同社代表取締役社長（現任）

2007年 ６月 株式会社月島物流サービス・取締役
（現任）

2017年 ６月 当社社外取締役（現任）
2025年11月 月島ユティライズ株式会社・取締役

（現任）
現在に至る

■重要な兼職の状況
月島倉庫株式会社・代表取締役社長
株式会社月島物流サービス・取締役
株式会社サイマックス・取締役
月島ユティライズ株式会社・取締役

■当社との特別の利害関係等
北川真理子氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。

■社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
北川真理子氏は、月島倉庫株式会社代表取締役社長をはじめ、長年にわたり会社経営に携わった経験を有してい
ます。その経験、知識を基に、今後も当社の経営を監督し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化等に貢献す
るものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
選任後は、特に「企業経営・経営戦略」、「営業・マーケティング」および「人的資本」の分野において、これまで
に培った知見を活かし、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監督していただくことを期待しております。
また、「指名・報酬委員会」および「サステナビリティ委員会」の委員を引き続き委嘱する予定です。

（注）・1.・同氏は、社外取締役候補者です。
・ 2.・・当社は、同氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その限度

額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏と当該契約を継続する予定です。
・ 3.・・同氏の再任が承認された場合、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.（３）の２」に定める独立性基準に基づき、その独立性が確

保され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、引き続き同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定です。
・ 4.・・重要な兼職先等と当社との関係
・ ・ ・月島倉庫株式会社は、当社と工事請負等の取引関係があり、過去３年間の当社連結売上高のうち、同社からの売上高は、2024年３月期は0.1％未満、2025年３

月期および2026年３月期は取引がなく、当社にとっての同社の影響は僅かです。また同社は、当社と賃貸借契約の締結等の取引関係があり、過去３年間の同社
売上高のうち、当社からの売上高は0.2%程度で、同社にとっての当社の影響は僅かです。これ以外に同社と当社との間には、過去３年間の取引関係がなく、特
別の利害関係がないと判断しております。その他の重要な兼職先と当社との間には過去３年間の取引関係がなく、特別の利害関係はありません。

・ 5.・・同氏は、過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員に就任していたことはありません。
・ 6.・・同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
・ 7.・同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等内の親族その他これらに類する者ではありません。
・ 8.・・同氏に関する上記記載に関して、同氏からの意見は、特段ありません。

13



候補者番号 6 桑
くわ

山
やま

　三
み

恵
え

子
こ

　1948年３月30日生（78歳） 再任 社外 独立 女性

所有する当社株式の数
4,800株

取締役在任年数
８年

2025年度における
取締役会への出席状況
13回出席／13回開催
（出席率100％）

■略歴および当社における地位、担当
1970年 ４月 株式会社資生堂・入社
2004年 ４月 同社ＣＳＲ部部長（2007年６月・同

社退社）
2008年 ４月 駒澤大学経済学部・非常勤講師（2018

年３月退任）
2009年 ４月 一般社団法人経営倫理実践研究セン

ター・主任研究員
2012年 ６月 一橋大学大学院法学研究科・特任教授

（2015年３月退任）
2015年 ４月 一橋大学ＣＦＯ教育研究センター・客

員研究員（現任）

2015年 ４月 明治大学ミッション・マネジメント
研究所・客員研究員（2019年３月退任）

2017年 ６月 株式会社富士通ゼネラル（現・株式会
社ゼネラル）・社外取締役（2026年３
月退任）

2018年 ４月 一般社団法人経営倫理実践研究セン
ター・上席研究員（現任）

2018年 ６月 当社社外取締役（現任）
2023年10月 東京電力ホールディングス株式会社

東京電力グループ企業倫理委員会・委
員（現任）
現在に至る

■重要な兼職の状況
一般社団法人経営倫理実践研究センター・上席研究員
一橋大学ＣＦＯ教育研究センター・客員研究員

■当社との特別の利害関係等
桑山三恵子氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。

■社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
桑山三恵子氏は、企業経営の研究に従事して培った専門的な知識に加え、他企業における豊富な業務経験および
社外取締役としての経験を有しております。その経験、知識を基に、今後も当社の経営を監督し、コーポレー
ト・ガバナンスの一層の強化等に貢献するものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
選任後は、特に「営業・マーケティング」、「リスク管理・コンプライアンス」および「人的資本」の分野において、
これまでに培った知見を活かし、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監督していただくことを期待して
おります。
また、「指名・報酬委員会」および「サステナビリティ委員会」の委員を引き続き委嘱する予定です。

（注）・1.・同氏は、社外取締役候補者です。
・ 2.・・当社は、同氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その限度

額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏と当該契約を継続する予定です。
・ 3.・・同氏の再任が承認された場合、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.（３）の２」に定める独立性基準に基づき、その独立性が確

保され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、引き続き同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定です。
・ 4.・・重要な兼職先等と当社との関係
・ ・ ・同氏が2026年３月まで社外取締役を務めていた株式会社ゼネラルは、当社と工事請負等の取引関係があり、過去３年間の当社連結売上高のうち、同社からの売

上高は0.1％未満で、当社にとっての同社の影響は僅かです。また同社は、当社と機材レンタル等の取引関係があり、過去３年間の同社売上高のうち、当社から
の売上高は0.1％未満で、同社にとっての当社の影響は僅かです。これ以外に同社と当社との間には、過去３年間の取引関係がなく、特別の利害関係がないと判
断しております。その他の重要な兼職先と当社との間には過去３年間の取引関係がなく、特別の利害関係はありません。

・ 5.・・同氏は、過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員に就任していたことはありません。
・ 6.・・同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
・ 7.・同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等内の親族その他これらに類する者ではありません。
・ 8.・・同氏に関する上記記載に関して、同氏からの意見は、特段ありません。
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【ご参考】
第２号議案が承認された後の取締役に特に期待する知識・経験・能力（スキルマトリックス）

氏  名 性別
企業経営

・
経営戦略

営業
・

マーケ
ティング

安全
・

品質
環境戦略

技術開発
・

ＤＸ戦略

財務
・

会計

リスク管理
・

コンプライ 
アンス

人的資本

国　谷　一　彦 男性 ● ● ● ● ●

小　松　　　健 男性 ● ● ●

文珠川　新　一 男性 ● ● ●

藤　田　正　美 男性 ● ● ●

北　川　真理子 女性 ● ● ●

桑　山　三恵子 女性 ● ● ●

宮　森　伸　也・（常勤監査等委員） 男性 ● ●

望　月　晴　文・（監査等委員） 男性 ● ● ● ●

川　口　理　恵・（監査等委員） 女性 ● ●

伊　藤　勝　彦・（監査等委員） 男性 ●

※上記一覧は、取締役に特に期待する知識・経験・能力であり、候補者が有するすべての知識等を表すものではありません。

　当社取締役会は、長期ビジョン「安藤ハザマVISION2030」の達成に向け、ビジョンに掲げる５つの価値の創造「お客様価
値の創造」・「株主価値の創造」・「環境価値の創造」・「ビジネスパートナー価値の創造」・「従業員価値の創造」の実現のために、
「企業経営・経営戦略」、「営業・マーケティング」、「安全・品質」、「環境戦略」、「技術開発・ＤＸ戦略」、「財務・会計」、「リス
ク管理・コンプライアンス」、「人的資本」を取締役会におけるスキルマトリックスの重要な分野と定めております。

15



＜各スキルの定義＞
※長期ビジョン「安藤ハザマVISION2030」の達成に向け、ビジョンに掲げる5つの価値の創造
　・「お客様価値の創造」・「株主価値の創造」・「環境価値の創造」・「ビジネスパートナー価値の創造」・「従業員価値の創造」
の実現のために特定する重要な分野

スキル VISION2030
との関連性 定　義

企業経営・経営戦略・ ― 企業経営、企業の重要な意思決定に携わった経験等ならびに経営戦略の策定経験等を活かし、５つ
の価値創造の実現を目指し、企業の持続的な発展に貢献

営業・マーケティング
お客様価値
株主価値

パートナー価値
事業マーケットのトレンド、ニーズの把握、お客様への最適なソリューション提供等によるお客様
価値、株主価値、パートナー価値向上に貢献

安全・品質
お客様価値
パートナー価値
従業員価値

事業活動における安全の確保、高品質な建設・サービス提供等によるお客様価値、パートナー価値、
従業員価値向上に貢献

環境戦略 環境価値 事業活動の脱炭素化、再生可能エネルギー事業参画等を通じたサステナブル経営による環境価値向
上に貢献

技術開発・ＤＸ戦略
お客様価値
環境価値

パートナー価値
積極的な技術開発とＤＸ戦略展開による建設生産システム改革等を通じたお客様価値、環境価値、
パートナー価値向上に貢献

財務・会計 株主価値 財務の健全性の向上、株主資本の有効活用等による株主価値向上に貢献

リスク管理・
コンプライアンス 株主価値 適切なリスク管理による経営の安定化、コンプライアンス徹底による社会との信頼関係構築等を通

じた株主価値向上に貢献

人的資本 従業員価値 従業員が高いインテグリティを持ち、働きがいを感じられる環境の整備を目指した、従業員のキャ
リア形成、働き方改革、多様性の確保・向上等による従業員価値向上に貢献

＜取締役候補者の指名にあたっての方針と手続＞
　当社の取締役会は、主たる事業である土木・建築事業または管理部門に精通し、それぞれに必要な知識・経験・能力
を充分に有する取締役ならびに長年他社において経営に携わるなど、豊富な経験と見識を有する複数の独立社外取締役
で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は12名以内、監査等委員である取締役の員数は５名以内
と定めております。また、知識・経験・能力のバランスおよび多様性ならびに規模は、取締役会全体として当社の持続
的な成長と企業価値向上に資するよう配慮しております。
　取締役候補者は、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする指名・報酬委員会にて、経営に必要な知識・経
験・能力を充分に有する者の中から、全社的な見地により的確かつ迅速な経営の意思決定、適切なリスクテイクが判断
できること、時代における先見性があり経営の中長期的方向を見据えることができること、経営の客観性、透明性、公
正性を確保し実効的なコーポレート・ガバナンスを実現できること、コンプライアンス意識が高くリスク予見力に優れ
ていること、高いインテグリティを有し人望により強力なリーダーシップを発揮できること等を考慮し、同委員会にて
案を審議し、取締役会へ答申、取締役会で審議、決定しております。
　監査等委員である取締役候補者は、経営、財務・会計・税務・法務等における専門知識と高度な見識を有すること、
取締役の職務執行を適切に監査し、かつ業務執行を監督することができることを考慮し、指名・報酬委員会にて案を審
議し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会へ答申し、取締役会で審議、決定しております。
＜社外取締役の独立性に対する考え方＞
　当社は、取締役の職務を中立的かつ客観的に遂行でき、株主様と利益相反が生じるおそれがない社外取締役を選任する
方針としており、社外取締役の独立性に関しては会社法および東京証券取引所の独立性基準に基づき、判断しております。
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1 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境
の改善が進む中で、緩やかな回復が続きました。
　今後についても、回復基調が続くと期待されますが、中東
情勢の影響や米国の通商政策をめぐる動向など、景気を下押
しするリスクに留意する必要があります。また、金融資本市
場の変動等の影響に引き続き注意する必要があります。
　建設業界におきましては、政府建設投資、民間建設投資と
もに概ね堅調に推移しました。一方で、資材価格や労務費等
の動向に注視が必要な状況が継続しております。

　このような状況の中、当社グループの当連結会計年度の業
績は、受注高につきましては、土木工事、建築工事ともに前
期を上回り、全体として前期比1,059億円（24.8％）増加の
5,335億円となりました。
　売上高につきましても、土木工事、建築工事ともに前期を
上回り、全体として前期比144億円（3.4％）増加の4,396億
円となりました。
　利益面につきましては、販売費及び一般管理費の増加が売
上総利益の増加を上回ったことにより、営業利益は前期比16
億円（4.6％）減少の336億円、経常利益は前期比７億円（2.3
％）減少の332億円となり、親会社株主に帰属する当期純利
益は、政策保有株式の売却等に伴う特別利益の計上により、
前期比33億円（12.5％）増加の297億円となりました。
（注）受注高については、個別ベースで記載しております。

■土木事業　■建築事業
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■営業利益（左軸）
　営業利益率（右軸）
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事業報告（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
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部門別受注高・売上高・繰越高（個別ベース）� �（単位：百万円）
区　　　分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

土 木 事 業 (271,480)
271,519 143,578 141,127 273,971

建 築 事 業 (286,582)
286,472 390,005 262,257 414,219

小　　　　計 (558,062)
557,991 533,583 403,384 688,190

そ の 他 － － 9,969 －

合　　　　計 (558,062)
557,991 533,583 413,353 688,190

（注）�1.�前期繰越高欄の上段（　）内表示額は、前期における期末繰越高を表し、下段表示額は為替の影響を受ける海外工事について換算修正したものです。
� 2.�「その他」につきましては、受注生産の形態をとっていないことから、売上高以外の計数は表示しておりません。

　当社グループにおける各事業の概況は次のとおりです。
（土木事業）
　受注高は、ダム工事や道路トンネル工事等の受注により、
1,435億円となりました。内訳は、官公庁70.4％、民間
29.6％であり、海外工事は全体の2.8％です。
　主な受注工事は、国土交通省四国地方整備局「令和７－１１
年度　山鳥坂ダム本体建設（第１期）工事」です。
　売上高は1,408億円、営業利益は154億円となりました。
　主な完成工事は、国土交通省中部地方整備局「青崩峠道
路　青崩峠トンネル（仮称）�」です。
（建築事業）
　受注高は、データセンターや物流倉庫等の受注により、
3,900億円となりました。内訳は、官公庁5.8％、民間94.2％
であり、海外工事は全体の3.9％です。

　主な受注工事は、武蔵小杉特定目的会社「（仮称）�ＤＰＬ武
蔵小杉新築工事」です。
　売上高は2,622億円、営業利益は243億円となりました。
　主な完成工事は、日本中央競馬会「美浦トレーニング・セ
ンター厩舎改築（第３期）工事」です。
（注）受注高およびその内訳は、個別ベースで記載しております。

（グループ事業）
　売上高は265億円、営業利益は20億円となりました。主な
売上高は、建設用資材の販売およびリース他によるものです。
（その他）
　売上高は99億円、営業利益は９億円となりました。主な売
上高は、調査・研究受託業務他によるものです。
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2. 設備投資等の状況
　当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は
38億円です。
　このうち主なものは機械装置（施工用機械）、建物（収益
不動産）等です。

3. 資金調達の状況
　当連結会計年度の該当事項はありません。

4. 財産および損益の状況の推移�

区　　　分 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
（当連結会計年度）

売 上 高 （百万円） 372,146� 394,128� 425,160 439,615

営 業 利 益 （百万円） 19,853� 18,591� 35,243 33,618

経 常 利 益 （百万円） 19,608� 18,545� 34,053 33,257

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 15,187� 13,878� 26,444 29,746

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 94.02� 88.64� 168.75 189.68

総 資 産 （百万円） 318,014� 334,145� 371,974 411,575

純 資 産 （百万円） 141,324� 154,470 172,183 209,380

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 897.84 980.49 1,092.12 1,327.51

自 己 資 本 比 率 （％） 44.2 46.0 46.0 50.6

自己資本当期純利益率（ROE） （％） 10.8 9.4 16.3 15.7

（注）�1.�受注高については、子会社の一部が受注生産の形態をとっていないことから、記載しておりません。
� 2.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号�2022年10月28日）等を2025年３月期より適用しております。
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5. 対処すべき課題
　建設業界では、人口減少等を背景にした建設投資の長期的
な縮小傾向や、建設技能労働者の減少と高齢化による担い手
不足等が課題になっており、働き方改革や技術革新による生
産性向上、ならびに人的資本の向上に資する人財育成や処遇
改善等への継続的な対応が必要になっております。加えて、
気候変動や脱炭素への対応等、サステナブルな社会の実現
への貢献が求められるとともに、足元では労務費や資材価格
の動向等に対して注視が必要な状況が継続しております。
　当社グループにおきましては、変化が激しく先行き不透明
な今の時代において持続的な成長を実現していくため、長期
ビジョン「安藤ハザマVISION2030」に基づき、2023年５月
に「中期経営計画2025」を策定し、「企業価値向上」と「会
社の魅力向上」を基本方針に掲げて各種施策を推進してまい
りました。
　計画最終年度となる当連結会計年度においては、ＩＣＴやＡＩ
に関する技術開発による施工の自動化・省人化の推進、坂出
バイオマス発電所の営業運転開始、太陽光ＰＰＡ事業への取り
組み継続、東南アジアでの長期的な事業成長を目的としたシ
ンガポールの建設会社の全株式取得等、事業強化に向けた取
り組みにおいて成果を残しました。
　また、人的資本の価値向上�および�脱炭素社会の実現に向
け、「建設業界で最も社員を大切にする会社」を目指した人
事諸制度の改定、カーボンニュートラル・ロードマップの策
定、ＳＢＴ認証の再取得など、各種施策を着実に推進しまし
た。
　３年間の取り組みの結果、堅調な建設投資の後押しもあり、
ＫＰＩのうち連結経常利益・ＲＯＥは目標を達成し、ＧＨＧ排出削
減率・従業員エンゲージメントスコアも概ね目標の水準に達し
ました。株主還元は、総還元性向は未達となったものの、継
続的に増配し総額目標は達成しました。
　2026年４月より開始した「中期経営計画2028」においては、
策定当時の長期ビジョンで掲げた４つの価値創造（お客様価
値・株主価値・環境価値・従業員価値）に「ビジネスパート
ナー価値の創造」を追加し、「５つの価値創造に向けて～魅力
的な企業であり続ける～」を基本方針と定めて各種施策を展
開します。人財力と技術力を最大限に活用するとともに、技
術開発をはじめとする戦略投資を積極的に行い、「魅力的な
企業であり続ける」ために、グループ一丸となりスピード感を
もって事業に邁進してまいります。

<「安藤ハザマVISION2030」および「中期経営計画2028」
の概要>
（１）長期ビジョン

～�イノベーションの加速とたゆまぬチャレンジで新たな価
値を創造、社会課題の解決に貢献～

・�フロービジネスとストックビジネスのバランスの取れた
事業ポートフォリオへの変革
・�本業強化と新たな価値創造に向けた継続的かつ戦略的
な成長投資

（２）中期経営計画2028
①計画期間
2027年３月期～2029年３月期

②基本方針
５つの価値創造に向けて　�
～�魅力的な企業であり続ける�～
「お客様価値の創造」／「株主価値の創造」／�
「環境価値の創造」／「ビジネスパートナー価値の創造」
／「従業員価値の創造」

③計画の骨子
事業戦略を深化させ、経営基盤を強化していくことで、
持続的な事業成長と企業価値の向上を目指す
　事業戦略の深化
・国内土木事業　・国内建築事業　・ＬＣＳ事業　�
・エネルギー事業　・海外事業　・グループ事業　�
・建設外事業
　経営基盤の強化
・人的資本戦略　・技術開発戦略　・ＤＸ戦略　�
・ビジネスパートナー戦略　・サステナビリティ戦略

④目標数値
2029年３月期（計画最終期）

連 結 経 常 利 益 365億円
連 結 Ｒ Ｏ Ｅ 12％以上
１株当たり配当金／年 80円以上（累進配当）
エンゲージメント・
レ ー テ ィ ン グ Ａ

ＧＨＧ排出削減率
（2024 年 度 基 準） Scope1+2　23％　　　Scope3　14％
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〔ご参考〕政策保有株式の縮減について
　当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって
利益を受ける目的に加え、当社の持続的な成長、企業価値の
向上に繋がると判断して保有する株式を純投資以外の目的で
ある投資株式としており、いわゆる政策保有株式と位置づけ
ています。
　その保有方針としては、資本の効率性や取引先企業との関
係維持・強化等の観点から経済合理性および保有意義を検証
し、保有の妥当性が認められる場合に限り保有することを基
本方針としています。

（1）縮減方針
　�　中期経営計画2028期間の早期に、保有株式時価（※）
の連結純資産対比率が10％未満となるよう、縮減を実施
します。
※非上場は純資産の保有割合相当額。みなし保有を含む

（2）目的
　�　売却資金を、「中期経営計画2028」の財務戦略に掲げ
る株主還元と戦略投資（人財投資、成長投資）に充当し、
持続的な事業成長と企業価値の向上を目指すため。

（3）縮減状況
　�　2026年３月期は、上場株式10銘柄（うち、全売却６
銘柄、一部売却４銘柄）を縮減しましたが、保有する上
場株式の株価上昇により、連結純資産に対する比率は
17.3％から24.0％に上昇しました。
　�　保有先との丁寧な交渉の元、売却をさらに推し進めて
まいります。

■非上場 ■非上場以外（簿価）■非上場以外（評価差額）
連結純資産に対する比率

263
297 298

23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期（予定）

（億円）

0%

10%

20%

40%

30%

504

18.6%
19.2% 17.3%

24.0%

指標 10.0%

保有株式時価と連結純資産に対する比率

500

400

0
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200

売却予定額
約300億円

（26年3月末時点株価で試算）

売却予定額
約300億円

（26年3月末時点株価で試算）

■前期迄売却実績 ■当期売却額合計

3
35

83

202

23/3期 24/3期 25/3期 26/3期

売却累計額

0

100

300

200

（億円）
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6. 重要な親会社および子会社の状況
①親会社の状況
　該当する事項はございません。
②重要な子会社の状況

会　社　名 資�本�金 当社の
議決権比率（％） 主要な事業内容

安 藤 ハ ザ マ 興 業�
株 式 会 社 152百万円 100 建設用資材の販売

およびリース

青山機工株式会社 80百万円 100
グランドアンカー、
杭基礎工法等の
基礎処理施工

菱晃開発株式会社 80百万円 100 不動産の売買、
賃貸、仲介

ハ ザ マ ア ン ド ウ�
(タ イ ラ ン ド) 14百万THB 49.99 現地国における

建設事業
ハ ザ マ ア ン ド ウ�
ム リ ン ダ 50,000百万IDR 67 現地国における

建設事業
ベ ト ナ ム�
ディベロップメント�
コンストラクション

1百万USD 100 現地国における
建設事業

ＱＸＹリソーシズ 6.5百万SGD 100 現地国における
建設事業

（注）��1.�資本金は、2026年３月31日現在にて記載しております。�
２.��ＱＸＹリソーシズは、2026年１月５日付の全株式取得により当社の連結子
会社となりました。

� 3.�当連結会計年度末においては、特定完全子会社はありません。

③技術提携等の状況
　西武建設株式会社と技術提携を含む事業提携を行ってお
り、建築における工法の改良に関する共同開発・情報交換等
を行っております。

7. 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社グループは、建設事業（土木・建築）を主な事業とし、
さらに各事業に関連する事業活動を展開しております。
　主な事業会社である当社は、建設業法により特定建設業者
「（特－5）第20330号」として国土交通大臣の許可を受け、
土木・建築ならびにこれらに関連する事業を行っております。

8. 主要な営業所等（2026年３月31日現在）
①当　　社
　　本　　　社� � （東京都港区）
　　支　　　店� 札 幌 支 店� （札幌市）
� 東 北 支 店� （仙台市）
� 北 陸 支 店� （新潟市）
� 首都圏土木支店� （東京都港区）
� 首都圏建築支店� （東京都港区）
� 静 岡 支 店� （静岡市）
� 名 古 屋 支 店� （名古屋市）
� 大 阪 支 店� （大阪市）
� 四 国 支 店� （高松市）
� 広 島 支 店� （広島市）
� 九 州 支 店� （福岡市）
� ア ジ ア 支 店� （タイ）
� 北 米 支 店� （メキシコ）
　　技術研究所� � （茨城県つくば市）
　　海外営業網� �タイ、ベトナム、マレーシア、�

インドネシア、ミャンマー、スリランカ、
ラオス、カンボジア、ネパール、トルコ、
メキシコ、アメリカ、パナマ、ホンジュラス

②子 会 社
　　安藤ハザマ興業株式会社� （東京都江東区）
　　青山機工株式会社� （東京都台東区）
　　菱晃開発株式会社� （東京都港区）
　　ハザマアンドウ（タイランド）� （タイ）
　　ハザマアンドウムリンダ� （インドネシア）
　　ベトナムディベロップメントコンストラクション� （ベトナム）
　　ＱＸＹリソーシズ� （シンガポール）
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9. 使用人の状況（2026年３月31日現在）
①企業集団の使用人の状況（就業人員ベース）

事　業　区　分 使用人数（名） 前期末比増減（名）

土 木 事 業 1,254 ＋28

建 築 事 業 2,019 ＋66

グ ル ー プ 事 業 530 ＋110

全　　　　　　　社（共通） 154 ±0

合　　　　計 3,957 ＋204

（注）全社（共通）は当社の総務および経理等の管理部門の使用人です。

②当社の使用人の状況（就業人員ベース）
使用人数(名) 前期末比増減(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年)

男　性 2,782 ＋58 46.9 18.5

女　性 645 ＋36 43.4 11.8

合　計 3,427 ＋94 46.3 17.2

10. 主要な借入先（2026年３月31日現在）
借　　入　　先 借　入　額（百万円）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 6,933

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,069

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 3,064

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,416

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,038
（注）�1.��残高金額の大きい上位５社の金融機関を記載しております。
� 2.��株式会社三菱ＵＦＪ銀行の借入額には、外貨建借入1,105百万円（2026

年３月為替レートで換算）を含んでおります。

11. その他の企業集団の現況に関する重要な事項
　当社を代表者とする共同企業体が茨城県東海村にて施工中
の発電所防潮堤工事のうち、発電所に海水を取り込む取水口
の上部に設置する防潮堤（鋼製防護壁）の南側の基礎工事に
おいて、2023年６月に、地中連続壁部の壁面の一部にコンク
リートの未充填および鉄筋の変形等の不具合事象が確認され
ました。また、当該事象を調査・確認中に、鋼製防護壁の北
側の基礎工事において、南側の基礎工事と類似の状況が確
認されました（以下、発生した事象を総称して「本件」とい
います。）。
　本件の確認以降、発注者を含む工事関係者とともに、本件
に係る原因究明のための調査を南基礎および北基礎で実施
し、2024年３月期末時点において本件が損益に与える影響と
して、補修費等で約62億円の追加費用等が発生することを見
込んでおります。
　現在も、本件に係る補修計画について検討を継続中であ
り、当社は施工者として、引き続き責任をもって適切に対応
してまいります。

　当社は、大型で高難度の工事に対するリスク管理の徹底と
リスクの未然防止を図るため、2023年に、社長直轄・副社
長管掌部門の「徹底的に品質にこだわるプロジェクト」を設置
し、現場支援体制を強化しております。
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2 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

1. 発行可能株式総数

� 普通株式�� 400,000,000株

2. 発行済株式の総数

� 普通株式� 181,021,197株

3. 単元株式数� 100株

4. 当期末株主数

 普通株式� 90,553名

■普通株式の分布状況

■株価の推移

5. 大株主（上位10名）
株　主　名 持株数(千株) 持株比率(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 27,335 17.07�
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 8,863 5.54�
安藤ハザマグループ取引先持株会 7,563 4.72�
STATE�STREET�BANK�AND�TRUST�COMPANY�505223 2,965 1.85�
HSBC-FUND�SERVICES�HSBC�-�006�MF�EFM 2,800 1.75�
朝日生命保険相互会社 2,616 1.63�
JPモルガン証券株式会社 2,361 1.48�
ゴールドマン・サックス証券株式会社�BNYM 2,347 1.47�
JP�MORGAN�CHASE�BANK�385781 2,143 1.34�
STATE�STREET�BANK�AND�TRUST�COMPANY�505001 2,079 1.30�

（注）�1.�当社は、自己株式20,910,185株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
� 2.��持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
� 3.��日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の持株数には、役員報酬ＢＩＰ信託口の株式数（1,237,029株）および株式付与ＥＳＯＰ信託口の株式数（1,990,911株）

は含まれておりません。

金融商品取引業者 5.58%
自己名義株式 11.55%

その他の法人 7.56%

金融機関
26.90%

個人・その他
28.31%

外国法人等
20.10%

円

1,000

1,300

2,500

2,200

1,600

1,900

15,000

25,000

35,000

45,000

65,000

55,000

円

4月
2025年 2026年

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

当社終値（左軸）
日経平均（右軸）

（自己株式��20,910,185株を含む）
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� 4.��2025年７月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みずほ銀行およびその共同保有者が2025年７月15日現在で次の
とおり保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主は、当事業年度末
現在の株主名簿に基づいて記載しております。

提出者および共同保有者 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（％）
株式会社みずほ銀行 1,492 0.82
みずほ証券株式会社 210 0.12
アセットマネジメントOne株式会社 7,882 4.35

合　計 9,586 5.30
� ５.��2025年11月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者が2025年11月14日現在で次の

とおり保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主は、当事業年度末
現在の株主名簿に基づいて記載しております。

提出者および共同保有者 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（％）
ブラックロック・ジャパン株式会社 4,254 2.35
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク
(BlackRock�Financial�Management,�Inc.) 293 0.16

ブラックロック（ネザーランド）BV(BlackRock�(Netherlands)�BV) 273 0.15
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
(BlackRock�Asset�Management�Ireland�Limited) 352 0.19

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock�Fund�Advisors) 2,425 1.34
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．
(BlackRock�Institutional�Trust�Company,�N.A.) 1,679 0.93

ブラックロック・フランス・エスエーエス�(BlackRock�France�SAS) 182 0.10
合　計 9,460 5.23

3 会社の新株予約権等に関する事項（2026年３月31日現在）

1.  職務執行の対価として会社役員に交付した新株
予約権の状況

　該当する事項はございません。

2.  当事業年度中に職務執行の対価として会社役員
以外に交付した新株予約権の状況

　該当する事項はございません。

6.  当事業年度中に職務執行の対価として会社役員
に交付した株式の状況

　該当する事項はございません。

7. その他株式に関する重要な事項
　該当する事項はございません。
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4 会社の役員に関する事項

1. 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）
氏　　　　名 地　　　　位 担当および重要な兼職の状況

国 谷 一 彦 代表取締役社長
小 松 　 健 取締役専務執行役員 建築事業本部長
藤 田 正 美 取締役 DIC株式会社�社外取締役
北 　 川 　 真 理 子 取締役 月島倉庫株式会社�代表取締役社長

株式会社月島物流サービス�取締役
株式会社サイマックス�取締役
月島ユティライズ株式会社�取締役

桑 　 山 　 三 恵 子 取締役 一般社団法人経営倫理実践研究センター�上席研究員
一橋大学CFO教育研究センター�客員研究員

宮 森 伸 也 取締役（常勤監査等委員）
望 月 晴 文 取締役（監査等委員） 東京中小企業投資育成株式会社�特別顧問

日本電気株式会社�社外取締役
一般財団法人�安全保障貿易情報センター�理事長
株式会社シャトレーゼホールディングス�社外取締役

川 口 理 恵 取締役（監査等委員） 株式会社千倉書房�取締役
株式会社福岡エム・アンド・エーセンター�取締役
税理士法人川口税務会計事務所�社員

伊 藤 勝 彦 取締役（監査等委員） ESTパートナーズ法律事務所�パートナー
株式会社日本イトミック�監査役
株式会社ズーム�社外取締役（監査等委員）

（注）�１.��取締役�藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、取締役（監査等委員）望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役です。

� ２.��当社は、取締役�藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、取締役（監査等委員）望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏が株式会社東京証券取引所の「上
場管理等に関するガイドラインⅢ５.（３）の２」に定める独立性基準に基づき、その独立性が確保され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、
同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

� ３.��取締役�藤田正美氏は、2025年６月11日をもって新光電気工業株式会社の代表取締役会長を退任しました。なお、同社と当社とは取引関係がありますが、同社
と当社との間には独立性に影響を及ぼす事項はありません。また、これ以外の同氏の重要な兼職先と当社とは取引関係はありません。同氏と当社との間に役員
報酬以外の金銭の授受はありません。

� ４.��取締役�北川真理子氏が代表取締役社長を務める月島倉庫株式会社と当社とは取引関係がありますが、同社と当社との間には独立性に影響を及ぼす事項はありま
せん。また、これ以外の同氏の重要な兼職先と当社とは取引関係はありません。同氏と当社との間に役員報酬以外の金銭の授受はありません。

� ５.��取締役�桑山三恵子氏は、2026年３月25日をもって株式会社ゼネラルの社外取締役を退任しました。なお、同社と当社とは取引関係がありますが、同社と当社
との間には独立性に影響を及ぼす事項はありません。また、これ以外の同氏の重要な兼職先と当社とは取引関係はありません。同氏と当社との間に役員報酬以
外の金銭の授受はありません。

� ６.��取締役（監査等委員）望月晴文氏が社外取締役を務める日本電気株式会社と当社とは取引関係がありますが、同社と当社との間には独立性に影響を及ぼす事項
はありません。また、これ以外の同氏の重要な兼職先と当社とは取引関係はありません。同氏と当社との間に役員報酬以外の金銭の授受はありません。

� ７.��取締役（監査等委員）川口理恵氏の重要な兼職先と当社とは取引関係はありません。また、同氏と当社との間に役員報酬以外の金銭の授受はありません。
� ８.��取締役（監査等委員）伊藤勝彦氏が監査役を務める株式会社日本イトミックと当社とは取引関係がありますが、同社と当社との間には独立性に影響を及ぼす事

項はありません。また、これ以外の同氏の重要な兼職先と当社とは取引関係はありません。同氏と当社との間に役員報酬以外の金銭の授受はありません。
� ９.�取締役（常勤監査等委員）宮森伸也氏は長年にわたり経理・財務業務に携わり、財務および会計に相当程度の知見を有しております。
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� 10.�取締役（監査等委員）川口理恵氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に相当程度の知見を有しております。
� 11.��当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門

と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、宮森伸也氏を常勤の監査等委員として選定しております。

2. 取締役の取締役会、監査等委員会の出席状況

区　　分 氏　　名
取締役会 監査等委員会

出席率 出席対象 出席 出席率 出席対象 出席

取 締 役
（監査等委員を除く）

国 谷 一 彦 100％ 13回 13回
小 松 　 健 100％ 13回 13回
藤 田 正 美 100％ 13回 13回
北 　 川 　 真 理 子 100％ 13回 13回
桑 　 山 　 三 恵 子 100％ 13回 13回

取締役（常勤監査等委員） 宮 森 伸 也 100％ 13回 13回 100％ 12回 12回

取締役（監査等委員）
望 月 晴 文 100％ 13回 13回 100％ 12回 12回
川 口 理 恵 100％ 13回 13回 100％ 12回 12回
伊 藤 勝 彦 100％ 13回 13回 100％ 12回 12回

（注）�1.��取締役�藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、取締役（監査等委員）望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役です。

� 2.��2025年６月27日開催の当社2025年３月期定時株主総会の終結の日の翌日以降に在籍していた取締役（監査等委員を含む）の当事業年度の出席状況を記載して
おります。
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3. 責任限定契約の内容の概要

　当社と各非業務執行取締役は、会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額と
しております。

4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者の範
囲は、当社の取締役、執行役員およびその他の会社法上の重要な使用人とし、保険料は、特約部分も含め会社負担としており、
被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は、特約部分も合わせ被保険者である役員等がその職務の執行に関
し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

5. 当事業年度における取締役の報酬等

①取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
Ⅰ）決定方針の決定方法
　�　決定方針は、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「指名・報酬委員会」の審議、答申を得たうえで、取締
役会の決議にて決定しております。
Ⅱ)�決定方針の内容の概要
　�　取締役および執行役員（監査等委員である取締役および社外取締役を除き、以下、併せて「取締役等」といいます。）の報
酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動型株式報酬で構成するものとします。
　�　個々の取締役等の報酬については、基本報酬は各事業年度における会社業績、職責等を総合的に勘案した適正な水準によ
る役位毎の報酬テーブルに基づき決定された月額の固定報酬とします。また、業績連動型株式報酬は取締役等の中長期的な
業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるためのインセンティブとして十分に機能するよう、中期経営計画で掲げる業
績指標を参考に決定されたKPIの達成度に応じて定まるポイントを毎年一定の時期に対象者に付与したうえで、取締役等の退
任時に、累積されたポイントに応じて当社株式の交付等を行います（退任時に株式で交付される業績連動報酬のうち50％は
金銭換価したうえで給付します。）。なお、基本報酬と業績連動型株式報酬の構成比率は、概ね70:30となるよう設計します。
　�　これに対し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬である金銭報酬（固定報酬）のみで構成します。
　�　上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で支給するものとし、独立社外取締役を委員長およ
び過半の構成員とする「指名・報酬委員会」において基本報酬テーブル等、取締役（監査等委員である取締役を除く）・執行
役員の報酬額の決定における全社業績および個々の担当部門評価を反映する査定方法（社外取締役は査定対象外）を審議・
決定し、「指名・報酬委員会」が取締役会へ答申し、取締役会にて決議、決定します。
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Ⅲ）当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　�　取締役の個人別の報酬等のうち基本報酬（金銭報酬）の内容の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」が「取締役の個人
別報酬等の内容に係る決定方針」との整合性を含めた多面的な検討を事前に行っているため、取締役会はその答申を尊重し、
その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
　�　また、業績連動型株式報酬については、決定方針に従った制度を導入しておりますことから、取締役会はその内容が決定
方針に沿うものであると判断しております。
②監査等委員である取締役の報酬について
　�　監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬である金銭報酬（固定報酬）のみで構成されており、株主総会で決議した報
酬総額の範囲で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　�　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬のうち基本報酬である金銭報酬については、2023年６月29日開催の当
社2023年３月期定時株主総会において、年額600百万円以内（うち社外取締役130百万円以内）と決議しています（ただし、
使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は６名（うち社外
取締役３名）です。監査等委員である取締役の報酬である金銭報酬については、2023年６月29日開催の当社2023年３月期
定時株主総会において、年額170百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の
員数は４名（うち社外取締役３名）です。
　�　また、業績連動型株式報酬制度については、金銭報酬とは別枠で、2016年６月29日開催の当社2016年３月期定時株主総
会において導入を決議しており、2023年６月29日開催の当社2023年３月期定時株主総会における決議により、監査等委員
会設置会社への移行に伴い、当社の取締役および執行役員（社外取締役および国内非居住者を除く）を対象とする本制度を、
当社の取締役および執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く）を対象とする制度として
再設定を行っています。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を
除く）の員数は３名です。
④業績連動報酬に係る事項
　�　業績連動型株式報酬制度は、役員報酬BIP（Board�Incentive�Plan）信託（以下「BIP信託」といいます。）を採用のうえ、
役位および業績目標の達成度等に応じて取締役および執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者
を除き、併せて「対象取締役等」といいます。以下本④において同じです。）にBIP信託により取得した当社株式およびその
換価処分金相当額の金銭を交付および給付することとしています。
　�　総報酬の30％程度に設定した役位毎の基準金額テーブルに対し、BIP信託が取得する当社株式の平均取得価額で除して設
定する役位毎の基準ポイントテーブルと、別に定めるKPI達成度に応じて変動する業績連動係数テーブルにより役位毎の個人
ポイントを算定します。
　�　KPIは、当社の長期ビジョンおよび中期経営計画（以下「中期経営計画等」といいます。）と整合する指標を用いることで、
対象取締役等に対して中期経営計画等の達成および中長期的な企業価値向上のための適切なインセンティブとして機能させ
ることを主眼とし、株主やお客様、当社の従業員等のステークホルダーに対する貢献を対象取締役等の報酬に反映させるも
のとします。具体的には、(1)中期経営計画等で掲げる業績指標を参考に決定された財務指標（連結経常利益、連結ROE等）、
(2)株主との利害共有を促進する株主価値指標（TSR（Total�Shareholder�Return（株主総利回り））、総還元性向等）、(3)社
会的責任の遂行ならびに当社の中期経営計画で掲げる従業員価値および環境価値の創造を実現するための非財務指標（度数
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率（100万延実労働時間当たりの休業４日以上の労働災害による死傷者数）、従業員エンゲージメントスコア、GHG排出削
減率等）を採用しています。
　�　信託期間中の毎年一定の時期に、役位および同年３月末日で終了する事業年度における各KPIの達成度に応じてポイントを�
付与し、各対象取締役等の退任時に付与したポイントの累積値（以下「累積ポイント数」といいます。）を算定のうえ、累積
ポイント数に応じて１ポイントにつき１株の当社株式等の交付等を行います。ただし、当社株式について信託期間中に株式分
割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、１ポイントあたりの当社株式数を調整します。
　　・基準ポイント＝基準金額（総報酬の30％程度）÷�信託の株式取得価額（平均）
　　・個人ポイント＝基準ポイント×業績連動係数
　�　当社がBIP信託に拠出する信託金の上限は、連続する３事業年度（以下「対象期間」といいます。）を対象として合計
1,500百万円とし、BIP信託が取得する当社株式数（BIP信託により対象取締役等に交付される当社株式の総数）の上限は、
対象期間において180万株（１事業年度あたり60万株）とします。
　�　また、経営の健全性を確保するため、対象取締役等の在任期間中に、対象取締役等の解任事由に相当する行為を原因とし
て解任された場合等、重大な不適切行為があった場合には、本制度による株式報酬の支給を制限します。
　　なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標および実績については、次のとおりです。

評価項目 目標 実績
連 結 経 常 利 益 26,500百万円 33,257百万円
連 結 R O E 12.0％ 15.7％
相 対 T S R ― １位
総 還 元 性 向 70.0％ 43.1％
度 数 率 0.40 0.62
従業員エンゲージメントスコア 80％ 79％

（注）�1.��相対TSR〔TSRの計算式：（当事業年度末日の株価＋当事業年度の４事業年度前から当事業年度までの１株当たり配当額の累計額）／当事業年度の５事業年度前
の末日の株価〕については、当社と売上規模が近い同業他社６社を選定して計算し、数値の比較により順位付けしたものです。比較対象企業の数値は、当事業年
度までの公表情報等をもとに当社で試算しております。

� 2.��上記のほか、ＧＨＧ排出削減率を評価項目としております（実績値は2026年７月に確定予定）。

⑤取締役の報酬等の総額等

区　分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員の員数（名）基本報酬

（金銭報酬）
業績連動報酬
（株式報酬）

取 締 役
（監査等委員を除く） 211,881 184,368 27,513 ５
（うち社外取締役） （54,000） （54,000） （－） （3）
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

92,502
（54,000）

92,502
（54,000）

－
（－）

4
（3）

合 計
（うち社外取締役）

304,383
（108,000）

276,870
（108,000）

27,513
（－）

9
（6）

（注）�1.�取締役の基本報酬（金銭報酬）の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
� 2.��業績連動報酬（株式報酬）については、本事業報告作成時点で未確定のため、当事業年度末日時点で試算したポイント総数28,518ポイント（１ポイントは、当

社株式１株に相当）に係る当事業年度の費用計上額を記載しております。なお、執行役員も含めた対象者全員分の費用計上総額は236,577千円、付与ポイント
総数は245,216ポイントとなっております。
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6. 社外役員に関する事項
①他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況および他の法人等の社外役員の兼任状況
　　社外役員の重要な兼職状況および当社と当該法人等との関係は「4�1.�取締役の氏名等」に記載のとおりです。
②当事業年度における主な活動状況

氏　名 区　分 主な活動状況

藤　田　正　美 取締役

経営者としての豊富な経験から培われた知見および高い見識に基づき、取締役会で積極的に意見を述べており、社
外取締役としての職責を果たしております。
また「指名・報酬委員会」の委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たすとともに、「サステナビリティ委員会」
の委員として独立した客観的な立場から積極的に審議に参画しております。

北　川　真理子 取締役

経営者としての豊富な経験から培われた知見および高い見識に基づき、取締役会で積極的に意見を述べており、社
外取締役としての職責を果たしております。
また「指名・報酬委員会」および「サステナビリティ委員会」の委員として独立した客観的な立場から積極的に審議
に参画しております。

桑　山　三恵子 取締役

企業経営の研究者としての専門知識と高度な見識に基づき、取締役会で積極的に意見を述べており、社外取締役とし
ての職責を果たしております。
また「指名・報酬委員会」および「サステナビリティ委員会」の委員として独立した客観的な立場から積極的に審議
に参画しております。

望　月　晴　文 取締役
（監査等委員）

行政分野等における豊富な知識と高い見識に基づき、取締役会で積極的に意見を述べるとともに、監査等委員会の委
員長として審議を牽引し、その職責を果たしております。
また「サステナビリティ委員会」の委員として独立した客観的な立場から積極的に審議に参画しております。

川　口　理　恵 取締役
（監査等委員）

経営者としての豊富な経験や、税理士等としての専門的かつ豊富な知識から、取締役会で積極的に意見を述べるとと
もに、監査等委員会で活発な審議を行っており、社外取締役としての職責を果たしております。
また「サステナビリティ委員会」の委員として独立した客観的な立場から積極的に審議に参画しております。

伊　藤　勝　彦 取締役
（監査等委員）

弁護士としての幅広い経験や知見から、取締役会で積極的に意見を述べるとともに、監査等委員会で活発な審議を
行っており、社外取締役としての職責を果たしております。
また「サステナビリティ委員会」の委員として独立した客観的な立場から積極的に審議に参画しております。

（注）�社外役員の取締役会、監査等委員会への出席状況は、｢4�2.�取締役の取締役会、監査等委員会の出席状況」に記載のとおりです。
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〔ご参考〕当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。（2026年３月31日現在）
氏　　　　名 地　　　　位 担　　　　当

池 上 　 徹 副社長 徹底的に品質にこだわるプロジェクト�管掌
菅 尾 　 睦 副社長
宮 　 川 　 隆 太 郎 常務執行役員 土木事業本部長
曽 根 　 浩 常務執行役員 首都圏土木支店長
中 西 　 弘 常務執行役員 建築事業本部担当
藤 本 明 生 常務執行役員 プロジェクト評価室長�兼�徹底的に品質にこだわるプロジェクト
五 所 久 和 常務執行役員 建築事業本部副本部長
酒 井 喜 壽 常務執行役員 首都圏建築支店長
飯 塚 泰 人 常務執行役員 大阪支店長
宮 崎 和 貴 執行役員 建築事業本部担当
井 上 武 明 執行役員 建築事業本部副本部長
木 下 　 真 執行役員 東北支店長
清 水 　 公 執行役員 北陸支店長
文 珠 川 　 新 　 一 執行役員 審査・財務担当�管理本部長�兼�防災担当
谷 口 裕 史 執行役員 技術研究所長�兼�防災担当（副）
永 井 一 郎 執行役員 エネルギー事業本部長
遠 藤 勝 男 執行役員 首都圏建築支店副支店長
黒 田 二 郎 執行役員 九州支店長
本 　 重 　 信 太 朗 執行役員 北陸支店副支店長
吉 柳 　 斉 執行役員 情報担当�経営戦略本部長
西 尾 　 朗 執行役員 国際事業本部長
松 野 　 聡 執行役員 LCS事業本部長
谷 口 栄 朗 執行役員 建築事業本部副本部長
有 賀 千 尋 執行役員 建築事業本部副本部長
上 原 啓 生 執行役員 土木事業本部副本部長
若 山 裕 介 執行役員 土木事業本部副本部長
石 田 主 税 執行役員 名古屋支店長
松 尾 省 吾 執行役員 首都圏建築支店副支店長�兼�首都圏建築支店建築第一部長

（注）���１．当事業年度中の執行役員の異動は、次のとおりです。
� � � ・2025年４月１日付で、若山裕介氏、石田主税氏および松尾省吾氏が執行役員に新たに選任され、就任しました。
� � � ・2025年９月30日付で、執行役員�古川幸則氏は退任しました。
� � � ・2026年３月31日付で、執行役員�宮崎和貴氏は退任しました。
� ��２．2026年４月１日付で、執行役員の地位・担当を次のとおり変更しております。
� � � ・文珠川新一氏は、常務執行役員�審査・財務担当�管理本部長�兼�防災担当となりました。
� � � ・松尾省吾氏は、執行役員�首都圏建築支店副支店長となりました。
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5 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称
　有限責任�あずさ監査法人

2.  当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額および
当該報酬等について監査等委員会が同意した理由

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
　　82,200千円
②�当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額
　　85,550千円
（注）�当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額に
は、これらの合計額を記載しております。

③�当社の子会社のうち、ハザマアンドウ（タイランド）、ハ
ザマアンドウムリンダ、ベトナムディベロップメントコン
ストラクションおよびＱＸＹリソーシズは、当社の会計監
査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当す
る資格を有する者を含む）の監査（会社法または金融商品
取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規
定によるものに限る）を受けております。
④�監査等委員会は、会計監査人より、前事業年度における監
査時間実績の計画対比と、当事業年度における監査計画の
説明を受けたうえで、提示された監査計画を精査し、監査
対象の網羅性などを検証した結果、当該報酬が妥当である
と判断し、同意しております。

3. 非監査業務の内容
　当社は、有限責任�あずさ監査法人に対して、海外工事入
札用財務諸表の認証業務等についての対価を支払っており
ます。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各
号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委
員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ
の場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査
等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した
旨と解任理由を報告いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行
の状況等を勘案し、当該会計監査人の解任または不再任の
検討を行い、会計監査人の適正な職務の執行が困難である
と判断した場合、その他必要と判断した場合には、会計監
査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容
を決定いたします。

5. 責任限定契約の内容
　会計監査人との間で責任限定契約は締結しておりません。

6 業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要
1. 業務の適正を確保するための体制
※�業務の適正を確保するための体制として取締役会において
決議（2006年５月15日制定、2023年6月29日改定）

　当社は、取締役会の諮問委員会である「サステナビリティ
委員会」に関連する専門委員会として「内部統制・リスク管
理委員会」を設置しています。「内部統制・リスク管理委員会」
は、内部統制システム全般の有効性・運用状況・改善策など
を審議のうえ、「サステナビリティ委員会」を経て取締役会
へ答申または報告し、内部統制システム全般の継続的改善を
行っています。
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（1） 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の
執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

①�当社グループの取締役は、「安藤ハザマグループ行動規範」
に基づき、法令の遵守、企業倫理の徹底を率先して行い、
コンプライアンス重視の社風を醸成するとともに、それ
ぞれの使用人がこれを実行するよう指導・監督・教育す
る。
②�当社グループのコンプライアンス体制を有効に機能させ
るため、以下によりコンプライアンス意識の浸透・向上
を図る。
　（a）��当社は、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ

委員会と連携する「コンプライアンス推進委員会」を
設置する。

　（b）��当社は、当社の本部、支店およびグループ会社にコン
プライアンス責任者・担当者を置く。

　（c）��当社は、事業年度ごとの当社グループ「コンプライア
ンス推進活動計画」（教育・研修を含む）を策定し、
実施状況を確認する。

③�当社の内部監査部門は、当社グループの監査の実施によ
り、当社の社長、取締役会及び監査等委員会並びにグルー
プ会社に対して、情報の提供並びに改善策の提言等を行う。
④�当社は、コンプライアンスに関する問題の発生を早期に
把握して解決するため、内部通報制度を整備し、外部の
法律事務所を含む当社グループ共通の相談・通報窓口を
設置する。
⑤�当社は、適正な営業活動を確保するための手続き、及び協
力会社との公正かつ透明な取引への対応のための手続きを
定める。

（2） 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び
管理に関する体制

　当社は、会議体議事録（取締役会・経営会議等）・決裁書
類等の取締役の職務執行に係る重要な情報（電子データを含

む）については、「文書管理規定」「情報システムセキュリ
ティ規定」「機密情報管理規定」に基づき、所管部署が適切
かつ確実に保存・管理する。

（3） 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する
規程その他の体制

①�当社は、品質・安全・環境・災害・コンプライアンス・情
報・財務等、想定される様々なリスクに対応するため、リ
スク管理に関する全社体制として、「内部統制・リスク管
理委員会」を設置するとともに、「リスクマネジメント規定」
を定め、その他社内規定・標準類の整備及び通達の発信等
により、当社グループの事業に伴うリスクの発生の防止及
びリスクが発生した場合の損失の最小化を図る。
②�当社は、不測の事態が発生した場合は、「緊急事態対応基
本規定」「事業継続計画」及び「緊急事態対応マニュアル」
等に基づいて迅速かつ的確に対応し、損害の拡大防止と極
小化を図る。グループ会社は、その規模等に応じて、損失
の危機の管理に関する規定を整備し、損害の拡大防止と極
小化を図る。

（4） 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的
に行われることを確保するための体制

①�当社は、取締役、取締役会を意思決定機能及び業務執行監
督機能として、経営会議、執行役員及び執行役員会を業務
執行機能として明確に分離するとともに、「職務権限規
定」・「決裁規定」により業務執行ラインの責任と権限を明
確にして、意思決定の迅速化と経営の効率化を図る。
②�当社は、取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて
臨時に開催する。また、経営会議において、経営政策及び
重要な業務執行事項等を審議し、取締役会審議の活性化・
効率化を図る。
③�当社は、業務の運営については、将来の事業環境を踏ま
えた「中期経営計画」及び事業年度ごとの数値計画・事
業方針により、全社的な目標を設定する。各部門は、そ
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の目標達成に向けて具体策を立案・実行し、進捗状況を
管理する。
④�グループ会社は、その規模等に応じて、適切な組織を設
けるとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための規定を整備し、経営の効率化を図
るものとする。

（5） 当社及び当社子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するための体制

①�当社は、当社の「決裁規定」及び「関係会社管理規定」に
基づき、グループ会社ごとに当社の担当部門を定めるとと
もに、当社の使用人をグループ会社の取締役、監査役の一
部として派遣し、事業運営を指導・支援・管理する。
②�年度事業計画やグループ会社が行為主体となる事項のうち
当社の「決裁規定」に定められた重要な事項について、グ
ループ会社は、当社の取締役会及び経営会議等の決議を
得、報告を行う。

（6） 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する
事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を
除く）からの独立性に関する事項、及び当該使用人に
対する指示の実効性の確保に関する事項

①�当社は、監査等委員会の職務を補助するため、専属の使用
人によって構成される監査等委員会事務局を設置する。
②�監査等委員会の職務を補助するための使用人は、監査等委
員会からの指示に関して監査等委員でない取締役その他の
当社グループ役職員からの指揮命令は受けない。
③�当社は、当該使用人の独立性と当該使用人に対する指示の
実効性の確保に努めるとともに、当該使用人の人事異動、
人事評価、懲戒処分等についてはあらかじめ監査等委員会
の同意を得る。

（7） 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び
使用人が当社の監査等委員会に報告をするための
体制、報告した者が当該報告をしたことを理由と
して不利益な取扱いを受けないことを確保するため
の体制、及び当社の監査等委員会の監査が実効的に
行われることを確保するための体制

①�当社の取締役及び使用人は、会社の経営に影響を与える重
要な事項が発生したときは、直ちに当社の監査等委員会に
報告する。
②�当社の監査等委員は、当社の経営会議その他の重要な会
議・委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることがで
きる。
③�当社の代表取締役は、当社の監査等委員会と定期的に会合
を持ち、意見交換等を行う。
④�当社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会と相互の
意思疎通を図り、また当社の内部監査部門や会計監査人
は、当社の監査等委員会と連携する。� �
なお、監査等委員会は必要に応じて当社の内部監査部門に
指示することができる。
⑤�当社は、第１号の報告を行った者に対し、当該報告をした
ことを理由に一切の不利益な取扱いを行わない。� �
また当社のコンプライアンス推進部門は、報告を行った者
が不利益な取扱いを受けていないか、監視する。

（8） 当社子会社の取締役・監査役・使用人又はこれら
の者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に
報告をするための体制及び報告した者が当該報告
をしたことを理由として不利益な取扱いを受けな
いことを確保するための体制

①�グループ会社の取締役・監査役・使用人は、会社の経営に
影響を与える重要な事項等が発生したときは、当社の担当
部門に報告を行い、担当部門は当社の監査等委員会に報告
を行う。
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②�当社は、前号の報告を行った者に対し、当該報告をしたこ
とを理由に一切の不利益な取扱いを行わない。また当社の
コンプライアンス推進部門は、報告を行った者が不利益な
取り扱いを受けていないか、監視する。

（9） 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用
等の処理に係る方針

　当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用に
ついては、必要でないと認められた場合を除き、これを負
担する。

（10） 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する
体制

　当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係
る内部統制の評価基準を定め、当社の内部監査部門が、グ
ループ会社ごとに、当社グループの財務報告に与える影響を
法令及び関連基準に基づき評価したうえで、会計監査人と協
議を経て、評価範囲を決定し、当社グループの内部統制の有
効性を評価する。また、評価結果に基づき、業務執行部門は
必要な是正措置をとる。

（11） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及
びその整備状況

①�当社グループは、「安藤ハザマグループ行動規範」に反社
会的行為への不関与を明記するとともに、反社会的勢力と
の一切の関係遮断、不当要求の拒絶を徹底する。
②�当社は、「反社会的勢力による被害を防止する基本方針」「反
社会的勢力対応マニュアル」を定め、不当要求に対する社
内体制等を整備するとともに、警察・弁護士等の外部機関
との連携体制を構築する。
③�当社は、工事下請負契約約款に反社会的勢力排除条項を定
める。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、
当該システムの整備とその適切な運用に努めています。当期
における運用状況の概要は以下のとおりです。

①内部統制システム全般
　�　当期において内部統制・リスク管理委員会を３回開催
し、「内部統制システムに関する基本方針」の内容および
当該システムの運用状況について審議のうえ、サステナビ
リティ委員会を経て取締役会に答申しており、内部統制シ
ステムが有効に運用されています。
②コンプライアンス体制
　�　コンプライアンス推進委員会を４回開催し、当期のコン
プライアンス推進計画を策定するとともに、その活動実施
状況（各部門・作業所が定めた「職場におけるコンプライ
アンスポイント」への取組実施と評価、教育啓発活動、内
部通報の利用状況など）をモニタリングし、コンプライア
ンス重視の社風を醸成するよう取り組んでいます。当期に
実施した教育啓発活動は、当社グループの全役職員を対象
とした外部講師研修、映像研修、意識アンケート調査、Ｗ
ＥＢテストならびに職員の資格階層別研修などで、コンプ
ライアンス意識の更なる向上に努めています。また、コン
プライアンスをより自律的に実践するため、当社グループ
共通のインテグリティの定義を定め、その浸透・定着に向
けた啓発活動に取り組んでいます。
　�　当期の内部監査計画に基づき、内部監査部門（監査部）
による監査を本社・支店・グループ会社に実施しています。
監査結果を社長、監査等委員会、取締役会に報告し、情報
の提供と業務改善の提言を行っています。当期は時間外労
働の上限規制への対応状況や工事にかかる決算の適切性等
についてモニタリングし、確認された課題については、対
策等を講じています。
③リスクマネジメント体制
　�　内部統制・リスク管理委員会において、当期の重点リス
クへの対応状況のまとめ、リスク項目の追加・見直し、リ
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スクの影響度と発生可能性の点数化による再評価および
「リスクマップ」の更新を行いました。そのうえで、来期
の事業計画で取り組む「重点リスク」として、「2026年リ
スクマップ」から９事象を選定のうえ、サステナビリティ
委員会の審議を経て取締役会に答申し、リスクマネジメン
トのＰＤＣＡサイクルを運用・実施しています。
　�　また、大型工事の品質不具合等に対して的確かつ可及的
すみやかに対応するため、社長直轄・副社長管掌部門の
「徹底的に品質にこだわるプロジェクト」による現場支援
体制の強化と、「プロジェクト評価室」による営業プロセ
スにおけるリスクアセスメントを強化しています。
　�　時間外労働の上限規制については、従業員の時間外労働
の状況を適宜確認できるシステムを導入し、毎月開催して
いる労働環境改善委員会において時間外の状況を確認して
います。
　�　加えて、2023年３月に策定した人権方針に基づき、サ
プライチェーンを含めた人権尊重への取り組みを継続して
います。
④取締役の職務の執行に関する事項
　�　当期において、取締役会は13回開催しました。2023年
６月の監査等委員会設置会社への移行に伴って、業務執行
側への権限委譲を一層推進し、これによって取締役会に上
程する議題を絞り込み、重要事項や経営課題を重点的に審
議・協議する時間を十分に確保し、監督機能を強化するこ
とにより、ガバナンスの強化を図っております。
　�　また、「取締役会の実効性評価」は、外部機関（法律事
務所）のサポートを受け、全取締役に対して、記名式アン
ケート評価および取締役会事務局による個別インタビュー
を実施し、評価結果に基づき、取締役会で当社における課
題を議論し、今後の改善を図ることで、取締役会の実効性
向上に向けた取り組みを推進しております。
　�　経営会議は25回開催しました。迅速な意思決定および
監督、効率的な業務執行を行っています。主に経営情報の
正確かつ迅速な伝達を目的とした執行役員会は４回開催し

ました。
　�　また、社外取締役間での意見交換会および社外取締役に
よる現場視察を開催しました。
⑤グループ会社管理体制
　�　当社は、グループ会社を管理する統括管理責任者（経営企
画部長）および当社担当部門責任者がグループ会社の年度事
業計画策定時とその進捗状況の確認のため中間時にヒアリン
グを実施するなど、重要な事項に関する報告を受け、必要な
指示、指導を行っています。また、当社からグループ会社の
取締役、監査役に職員を派遣し、取締役会等を通じて必要な
監督、監査を行っています。内部監査部門（監査部）の監査
結果は、グループ会社の社長に報告しています。
⑥監査等委員会に関する事項
　�　当社の監査等委員は、監査等委員会において定めた「監
査方針・監査計画」に基づき、本社・支店・グループ会社
等の監査を実施しています。当期は、監査等委員会を12
回開催しました。
　�　監査等委員は、取締役会およびサステナビリティ委員会
に、また常勤監査等委員については経営会議などの重要な
会議にも出席し、業務執行について監視しています。
　�　監査等委員は、代表取締役との意見交換を行いました。
　�　内部監査部門（監査部）ならびに会計監査人との定期的
な意見交換等により連携を密にするとともに、監査等委員
会にて内部監査経過報告を適時受け、必要に応じて内部監
査部門（監査部）に指示を出す等、監査の実効性の確保を
図っています。
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〔ご参考〕取締役会の実効性評価
　当社は、取締役会の実効性・効率性の向上を目的として、
毎年度、取締役会の実効性の分析・自己評価を実施してお
ります。外部機関（法律事務所）のサポートを受けて実施
いたしました、2025年度の実効性評価結果の概要は以下の
通りです。
1. 評価のプロセス
（1）�全取締役による記名式アンケート評価を前年度と同じ

く実施いたしました。アンケートは、定点観測調査が
可能なように、一定の質問項目については毎回同じに
する一方で、ガバナンスの進化に合わせて、時宜にか
なった内容とするために、質問項目の見直しを毎年行
っております。

＜アンケート評価項目＞
①モニタリング型取締役会の実効性、②取締役会の審
議を支える運営、③経営戦略に関する審議・監督、
④リスクに関する審議・監督、⑤経営陣の評価と報酬、
⑥株主等との対話

（2）�今年度は、取締役会事務局による全取締役への個別イ
ンタビュー（１人当たり約60分）を新たに実施いたし
ました。記名式アンケートの利点を活かし、各人のア
ンケート評価の経年比較などで、課題認識を更に掘り
下げることができました。

（3）�取締役会事務局が、アンケート・インタビュー結果を
取りまとめ、外部機関（法律事務所）のレビューを踏
まえた分析結果を取締役会に報告し、2026年３月お
よび４月の取締役会、オフサイトミーティングで、取
締役会の実効性評価と今後の課題に関する意見交換・
議論を行いました。

2. 評価結果の概要
（1）総括
　当社は、2023年６月の監査等委員会設置会社への移行に
伴い、業務執行側への権限委譲を一層推進し、これにより
取締役会に上程する議題を絞り込み、重要事項や経営課題
を重点的に審議・協議する時間を十分に確保し、監督機能
を強化することにより、ガバナンスの強化を図ってまいり
ました。これにより、取締役会で重要事項や経営課題につ
いての審議時間が増加し、自由闊達な雰囲気の下で密度の
高い議論を行うことができるようになったことから、モニ
タリング型取締役会としての実効性が確保され、向上して
いると評価しております。
　また、外部機関（法律事務所）からも同様の評価を受け
ており、取締役会がPDCAサイクルを確立し、実効性評価
で抽出された課題の解決に向けて、真摯に取り組んでいる
点を高く評価いただいております。
（2）課題改善に向けた取り組みについて
①中長期的な企業価値の向上への取り組みの充実
◆過年度からの課題であった『中長期的な企業価値向
上に向けた経営戦略に関する議論の充実化』として、
オフサイトミーティングを活用した、執行部門との
コミュニケーション機会の拡充により、当社の事業
内容や建設市場動向に対する社外取締役の理解が深
化したことで、本年３月に発表いたしました『中期
経営計画2028』においては、策定初期のコンセプト
検討段階から最終確定に至るまで、各取締役の知見
や経験等を活かした提言や意見表明等、活発な議論
が行われ、内容の充実を図りました。

◆『中期経営計画2028』で当社が掲げる５つの価値の
創造（お客様価値の創造、株主価値の創造、環境価
値の創造、ビジネスパートナー価値の創造、従業員
価値の創造）の実現と達成に向け、取締役会がその
進捗状況をモニタリングするとともに、中期経営計
画の先を見据えた長期成長戦略に関する議論を継続

38



してまいります。
②�社外・社内のステークホルダーとのコミュニケーショ
ンの充実
◆株主・投資家等を通じた、資本市場における当社の
評価を適時・適切に共有し、取締役会における経営
上の課題に関する議論を更に深化させてまいります。
◆『建設業界で最も社員を大切にする会社』を目指し、
社員が幸福感・働きがいの充実を実感できる、人事
戦略・施策の進捗状況をモニタリングしてまいりま
す。

③後継者計画と人財戦略に対する監督の強化について
◆過年度からの課題であった『後継者計画と人財戦略
に対する監督の強化』として、指名・報酬委員会に
おけるサクセッションプランの審議経過の報告、指
名・報酬委員会、監査等委員会の役割、今後の実施
プロセスに関しては、既に取締役会において有意な
議論がなされており、引き続き取締役会として真摯
に取り組んでまいります。

7 会社の支配に関する基本方針
　特に定めておりません。

8 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、将来の成長に向けた投資活動と財務の健全性の維
持を図るとともに、業績、財政状態および経営環境等を考慮
し、株主の皆様へ継続的かつ安定的に配当を実施することを
基本としております。
　また、株主の皆様への利益還元機会を充実させるため、中
間配当と期末配当の年２回の配当を継続して実施してまいり
ます。
　自己株式取得については、資本効率の向上や株主の皆様へ

の一層の利益還元を念頭におき、財務状況等を総合的に勘案
した中で検討・実施してまいります。
　なお、「中期経営計画2028」において、１株当たり80円
以上／年の累進配当を実施する方針としております。
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（単位：百万円）

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産 300,735
現 金 預 金 66,170
受取手形・完成工事未収入金等 200,657
未 成 工 事 支 出 金 5,452
そ の 他 の 棚 卸 資 産 6,536
そ の 他 21,939
貸 倒 引 当 金 △21

固 定 資 産 110,839
有 形 固 定 資 産 35,773
建 物 ・ 構 築 物 29,645
機械、運搬具及び工具器具備品 17,315
土 地 15,644
そ の 他 2,260
減 価 償 却 累 計 額 △29,092

無 形 固 定 資 産 5,574
投 資 そ の 他 の 資 産 69,492
投 資 有 価 証 券 49,544
長 期 貸 付 金 21
繰 延 税 金 資 産 687
退 職 給 付 に 係 る 資 産 9,209
そ の 他 10,028
貸 倒 引 当 金 △0

流 動 負 債 186,382
工 事 未 払 金 等 59,764
短 期 借 入 金 20,995
未 払 法 人 税 等 7,171
未 成 工 事 受 入 金 31,657
預 り 金 49,400
完 成 工 事 補 償 引 当 金 1,746
賞 与 引 当 金 3,990
工 事 損 失 引 当 金 605
そ の 他 11,049

固 定 負 債 15,812
長 期 借 入 金 6,519
繰 延 税 金 負 債 3,531
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,633
役 員 株 式 給 付 引 当 金 618
従業員株式給付引当金 1,635
そ の 他 1,874

負 債 合 計 202,195

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 175,698
資 本 金 17,006
資 本 剰 余 金 17,678
利 益 剰 余 金 162,349
自 己 株 式 △21,335

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 32,565
その他有価証券評価差額金 21,968
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 4,720
為 替 換 算 調 整 勘 定 473
退職給付に係る調整累計額 5,402

非 支 配 株 主 持 分 1,115
純 資 産 合 計 209,380

資 産 合 計 411,575 負 債 純 資 産 合 計 411,575

連結貸借対照表（2026年3月31日現在）
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（単位：百万円）

売 上 高
完 成 工 事 高 409,206
そ の 他 の 事 業 売 上 高 30,409 439,615

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 349,392
そ の 他 の 事 業 売 上 原 価 26,262 375,655

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 59,813
そ の 他 の 事 業 総 利 益 4,146 63,959

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 30,341
営 業 利 益 33,618
営 業 外 収 益
受 取 利 息 83
受 取 配 当 金 767
移 転 補 償 金 270
そ の 他 348 1,469

営 業 外 費 用
支 払 利 息 664
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 110
為 替 差 損 277
支 払 手 数 料 441
そ の 他 337 1,831

経 常 利 益 33,257
特 別 利 益
補 助 金 収 入 31
固 定 資 産 売 却 益 138
投 資 有 価 証 券 売 却 益 10,388 10,558

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 31
固 定 資 産 除 却 損 117
投 資 有 価 証 券 評 価 損 205
投 資 有 価 証 券 売 却 損 396
訴 訟 関 連 損 失 15 766

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 43,049
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,686
法 人 税 等 調 整 額 561 13,248
当 期 純 利 益 29,800
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 54
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 29,746

連結損益計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
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（単位：百万円）

項　　目
株　　　主　　　資　　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025 年 ４ 月 １ 日 残 高 17,006 17,678 145,412 △21,455 158,641

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △12,809 △12,809

親会社株主に帰属する当期純利益 29,746 29,746

自 己 株 式 の 取 得 △3 △3

自 己 株 式 の 処 分 124 124

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 16,937 120 17,057

2026 年 ３ 月 31 日 残 高 17,006 17,678 162,349 △21,335 175,698

項　　目

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産
合計

その他
有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
2025 年 ４ 月 １ 日 残 高 6,788 2,996 398 2,383 12,565 976 172,183

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △12,809

親会社株主に帰属する当期純利益 29,746

自 己 株 式 の 取 得 △3

自 己 株 式 の 処 分 124

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 15,180 1,724 75 3,019 20,000 138 20,138

連結会計年度中の変動額合計 15,180 1,724 75 3,019 20,000 138 37,196

2026 年 ３ 月 31 日 残 高 21,968 4,720 473 5,402 32,565 1,115 209,380

連結株主資本等変動計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

42



（単位：百万円）

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流 動 資 産 274,771
現 金 預 金 50,297
受 取 手 形 31
電 子 記 録 債 権 10,979
完 成 工 事 未 収 入 金 185,295
そ の 他 事 業 未 収 入 金 1,162
販 売 用 不 動 産 504
未 成 工 事 支 出 金 2,886
そ の 他 事 業 支 出 金 1,847
そ の 他 21,786
貸 倒 引 当 金 △20

固 定 資 産 100,096
有 形 固 定 資 産 28,712
建 物 ・ 構 築 物 10,586
機 械 ・ 運 搬 具 2,908
工 具 器 具 ・ 備 品 545
土 地 13,241
リ ー ス 資 産 357
建 設 仮 勘 定 1,072

無 形 固 定 資 産 1,648
投 資 そ の 他 の 資 産 69,735
投 資 有 価 証 券 49,043
関係会社株式・関係会社出資金 10,895
長 期 貸 付 金 3,009
長 期 前 払 費 用 121
前 払 年 金 費 用 4,240
そ の 他 2,425
貸 倒 引 当 金 △0

流 動 負 債 175,087
工 事 未 払 金 56,502
そ の 他 事 業 未 払 金 493
短 期 借 入 金 20,950
リ ー ス 債 務 128
未 払 法 人 税 等 6,501
未 成 工 事 受 入 金 30,357
そ の 他 事 業 受 入 金 1,249
預 り 金 47,152
完 成 工 事 補 償 引 当 金 1,746
賞 与 引 当 金 3,689
工 事 損 失 引 当 金 602
そ の 他 5,714

固 定 負 債 15,128
長 期 借 入 金 6,396
リ ー ス 債 務 256
退 職 給 付 引 当 金 3,554
繰 延 税 金 負 債 1,205
役 員 株 式 給 付 引 当 金 618
従業員株式給付引当金 1,635
そ の 他 1,461

負 債 合 計 190,216
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 162,726
資 本 金 17,006
資 本 剰 余 金 17,743
資 本 準 備 金 17,123
そ の 他 資 本 剰 余 金 619
利 益 剰 余 金 149,312
そ の 他 利 益 剰 余 金 149,312
繰 越 利 益 剰 余 金 149,312

自 己 株 式 △21,335
評 価 ・ 換 算 差 額 等 21,925
その他有価証券評価差額金 21,925

純 資 産 合 計 184,651
資 産 合 計 374,868 負 債 純 資 産 合 計 374,868

貸借対照表（2026年3月31日現在）
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（単位：百万円）

売 上 高
完 成 工 事 高 403,384
そ の 他 の 事 業 売 上 高 9,969 413,353

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 344,570
そ の 他 の 事 業 売 上 原 価 8,953 353,524

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 58,813
そ の 他 の 事 業 総 利 益 1,015 59,829

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 27,933
営 業 利 益 31,896
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 983
移 転 補 償 金 270
そ の 他 325 1,580

営 業 外 費 用
支 払 利 息 658
支 払 手 数 料 441
為 替 差 損 279
そ の 他 330 1,709

経 常 利 益 31,766
特 別 利 益
補 助 金 収 入 31
固 定 資 産 売 却 益 137
投 資 有 価 証 券 売 却 益 10,388 10,557

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 31
投 資 有 価 証 券 評 価 損 205
訴 訟 関 連 損 失 15
投 資 有 価 証 券 売 却 損 396
固 定 資 産 除 却 損 112 761

税 引 前 当 期 純 利 益 41,562
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,957
法 人 税 等 調 整 額 629 12,586
当 期 純 利 益 28,976

損益計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
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（単位：百万円）

項　　目

株　　　主　　　資　　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

2025 年 ４ 月 １ 日 残 高 17,006 17,123 619 17,743 133,144 133,144 △21,455 146,438

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,809 △12,809 △12,809

当 期 純 利 益 28,976 28,976 28,976

自 己 株 式 の 取 得 △3 △3

自 己 株 式 の 処 分 124 124

株主資本以外の項目の�
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― 16,167 16,167 120 16,288

2026 年 ３ 月 31 日 残 高 17,006 17,123 619 17,743 149,312 149,312 △21,335 162,726

項　　目

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

2025 年 ４ 月 １ 日 残 高 6,757 6,757 153,195

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,809

当 期 純 利 益 28,976

自 己 株 式 の 取 得 △3

自 己 株 式 の 処 分 124

株主資本以外の項目の�
事業年度中の変動額（純額） 15,167 15,167 15,167

事業年度中の変動額合計 15,167 15,167 31,455

2026 年 ３ 月 31 日 残 高 21,925 21,925 184,651

株主資本等変動計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2026年5月13日

株式会社　安藤・間
　　取 締 役 会 御中

有限責任�あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細　矢　　　聡　　
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙　藤　顕　広　　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社安藤・間の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
安藤・間及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が

連結計算書類に係る会計監査報告
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必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

・�連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・�経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・�経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・�連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・�連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

48



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2026年5月13日

株式会社　安藤・間
　　取 締 役 会 御中

有限責任�あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細　矢　　　聡　　
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙　藤　顕　広　　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社安藤・間の2025年4月1日から2026年3月31日まで
の第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要

計算書類に係る会計監査報告
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と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

・�計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・�経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・�経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・�計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監 　 査 　 報 　 告 　 書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの2026年３月期事業年度における取締役
の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　�　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記
の方法で監査を実施いたしました。

　　①�　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役
及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、会社の内部監
査部門その他関連部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類そ
の他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び主要な使用人等の職務執行の状況、並びに会社
の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、内部監査部門から、子会社に対し実施した監査結果
の報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、子会社の監査役と情報交換を行いました。

　　②�　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　�　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
　（1）�事業報告等の監査結果
　　①�　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。
　　②�　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
　　③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
　　　�　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。なお、事業報告に記載の施工上の品質問題については、監査等委員会と
しても引き続き今後の推移及び当社の対応状況を注視してまいります。

　（2）�計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（3）�連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　　2026年5月13日

株式会社�安藤・間　監査等委員会
監査等委員長 望　月　晴　文
常勤監査等委員 宮　森　伸　也
監 査 等 委 員 川　口　理　恵
監 査 等 委 員 伊　藤　勝　彦

（注）�監査等委員�望月晴文、川口理恵及び伊藤勝彦は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役
であります。

以　上
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■完成工事

工事名：葛西橋通り付近管路新設工事
発注者：東京電力パワーグリッド株式会社

工事名：ウォノギリ多目的貯水池堆砂対策計画（その２工事）
発注者：インドネシア公共事業省

工事名：河辺（変）新設工事のうち土木第一期工事
発注者：東北電力ネットワーク株式会社

工事名：一般国道107号大石地区道路災害復旧（トンネル築造）工事
発注者：岩手県

〔ご参考〕

主な土木工事
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■完成工事

工事名：（仮称）T-LOGI相模原新築工事
発注者：東京建物株式会社

工事名：堀場エステック 京都福知山工場建設工事
発注者：株式会社堀場エステック

工事名：小糸製作所メキシコ第２工場新築工事
発注者：North American Lighting Mexico, S.A. de C.V.

工事名： 韮崎市営新体育館及び市営総合運動場整備・運営事業 
（新体育館工事）

発注者：スポーツライフ韮崎株式会社

主な建築工事
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Q. 今後の保有方針

Q.  当社株式の購入理由やその際に 
重視した点（複数回答可）

Q.  当社に関してもっと知りたい情報 
（複数回答可）

2025年12月に実施した株主様アンケートでは、多数のご回答をいただきありがとうございました。お寄せいただき
ましたご意見、ご要望は今後の経営やIR活動に活用させていただきます。以下、集計結果の一部をご報告いたします。
〔実施期間：2025年12月4日～30日　対象：2025年9月末時点の株主様�81,922名　回答者数�12,380名、回答率�15.1%〕

引き続き多くの株主様が、「継続保有」また
は「買い増し」の方針でいらっしゃいます。
今後も株主様のご期待に応えられるよう努め
てまいりますので、安藤ハザマを末永くよろ
しくお願いいたします。

売却済み

売却予定

継続保有
（中長期保有）

買い増し

1.8%

1.2%

72.0%

25.0%

1.4%

0.6%

72.1%

25.9%

41.3%

39.8%

72.5%

40.9%

53.6%

69.1%

安定性

成長性・
将来性

配当利回り

22.6%

36.2%

53.7%

24.5%

36.4%

55.0%

開発技術・
プロジェクト

長期ビジョン

株主還元方針

中期経営計画2028では、累進配当を導入しました。
（2028年度　80円以上）

株主様への配当は、継続的かつ安定的に実施するこ
とを基本としています。

■2025年

■2024年

前回と比較して「成長性・将来性」の割合が増加しています。
2026年４月より中期経営計画2028を開始しました。
長期ビジョン「安藤ハザマVISION2030」の目指す姿を実
現するために、
「５つの価値創造に向けて～魅力的な企業であり続ける～」
を基本方針として各種施策を展開します。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.ad-hzm.co.jp/ir/plan/

株主様アンケート結果のご報告
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■  「健康経営銘柄2026」に初選定　－「健康経営優良法人（ホワイト500）」にも４年連続で認定－
　2026年3月、当社は経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「健康経営銘柄2026」*に初め
て選定されました。あわせて、経済産業省と日本健康会議が選ぶ「健康経営優良法人（ホ
ワイト500）」に4年連続で認定されました。
　従業員の健康を重要な経営課題として捉え、全社で健康経営を推進する体制を構築し、
食生活やコミュニケーションに関する動画研修、ウォーキングイベントを活用した運動促
進など、多様な施策を実施しています。今後も「建設業界で最も社員を大切にする会社」
を目指し、安全・安心で健康的な労働環境の提供に努めていきます。
* �健康経営銘柄：従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に健康経営を実践している上場企業の中から、�
その取り組みが特に優れた企業が業種ごとに選定されます（今年度選定された企業は28業種44社）。

■  シンガポールの建設会社「QXY Resources Pte. Ltd.」
の株式を取得

　2026年1月、当社はシンガポールの建設会社「QXY�Resources�
Pte.�Ltd.」*の全株式を取得しました。今回の株式取得は、当社海外事
業の重点地域である東南アジアでの長期的な事業成長を目的として実施
したものです。引き続きグループ全体の収益基盤を強化し、持続的な企
業価値の向上に努めていきます。
* �QXY�Resources�Pte.�Ltd.�：リニューアル建築の分野で豊富な実績と高い競争優位性を有
するシンガポールの建設会社。事務所・商業施設・教育施設などの幅広い分野で多くの改
修工事を手がけており、シンガポールの建設業界において信頼性の高い企業として認知さ
れています。

■  あたり取り作業の自動化技術をトンネル現場で実証
　当社とコベルコ建機株式会社は、トンネル切羽におけるあたり取り作業*1の自動化技術を開発し、施工中のトンネ
ル現場で実証実験を行いました。
　本技術は、コベルコ建機が開発中の「自動運転システム」を搭載した
ブレーカーショベルに、当社が開発した「あたり検知システム」*2を搭
載し、2つのシステムを連携させることで、あたり取り作業を自動で行
います。
　今後も技術検証を重ね、遠隔化も組み合わせた自動施工技術によるあ
たり取り作業の安全性向上を目指し、両社協力のもと開発を推進してい
きます。
* 1��あたり取り作業：掘削した切羽の岩盤において、設計掘削断面より内空側に飛び出して
いる岩塊（あたり）部分を除去する作業。掘削直後に切羽付近で目視確認を行う必要が
あるため、肌落ち災害のリスクが問題となっています。

* 2��あたり検知システム：2024年3月15日リリースをご参照ください。�
トンネル切羽の“あたり”をリアルタイムに把握できる「あたり検知システム」を開発

▲調印式での記念撮影

▲実証実験の様子

TOPICS  
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■ 商　号 株式会社�安藤・間（呼称：安藤ハザマ）
� （英文名：HAZAMA�ANDO�CORPORATION）

■ 設　立 2003年10月1日

■ 資本金 17,006,123,275円

■ 目　的 １.　�土木建築その他工事の調査、測量、企画、
設計、施工、監理、技術指導の請負、受
託およびコンサルティング業務

� ２.　工事用品および機械器具の供給
� ３.　�不動産取引および不動産、有価証券の保

有ならびに利用
� ４.　�土壌の調査・浄化工事の請負、廃棄物の

収集、処理、処分等の事業およびこれら
に関するコンサルティング業務

� ５.　�地域開発、都市開発および環境整備等に
関する企画、設計ならびにコンサルティ
ング業務

� ６.　�発電および電気、熱等エネルギーの供給
事業およびこれらに関するコンサルティ
ング業務

� ７.　�建築の請負を伴う不動産関連の特別目的
会社への出資および出資持分の売買、な
らびに信託受益権の保有および販売

� ８.　�コンピュータの利用に関するソフトウェ
ア、工業所有権およびノウハウの取得、
開発、実施許諾ならびに販売

� ９.　建物の総合管理および警備業務
� 10.　前各号に付帯する事業
� 11.　�前各号に関連する事業を他と共同経営し

または他の事業に投資すること

ネットワーク
■ 国内拠点
本 社 〒105-7360 �東京都港区東新橋1-9-1

☎03-3575-6001

首都圏土木支店 〒105-7360 �東京都港区東新橋1-9-1
☎03-3575-6180

首都圏建築支店 〒105-7360 �東京都港区東新橋1-9-1
☎03-3575-6170

札 幌 支 店 〒060-0061 �北海道札幌市中央区南一条西8-1-1
☎011-272-6500

東 北 支 店 〒980-8640 �宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
☎022-266-8111

北 陸 支 店 〒950-0082 �新潟県新潟市中央区東万代町1-22
☎025-243-5577

静 岡 支 店 〒420-8612 �静岡県静岡市葵区追手町2-12
☎054-255-3431

名 古 屋 支 店 〒460-0002 �愛知県名古屋市中区丸の内1-8-20
☎052-211-4151

大 阪 支 店 〒553-0003 �大阪府大阪市福島区福島6-2-6
☎06-6453-2190

四 国 支 店 〒760-0040 �香川県高松市片原町11-1
☎087-826-0826

広 島 支 店 〒730-0017 �広島県広島市中区鉄砲町8-18
☎082-962-5311

九 州 支 店 〒810-0041 �福岡県福岡市中央区大名1-8-10
☎092-724-1131

技 術 研 究 所 〒305-0822 �茨城県つくば市苅間515-1
☎029-858-8800

■ 海外拠点
タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、
スリランカ、ラオス、カンボジア、ネパール、トルコ、
メキシコ、アメリカ、パナマ、ホンジュラス

当社のウェブサイトもご覧ください

　当社ウェブサイトでは、「株主・投資家情報」をはじめ、
さまざまなコンテンツを掲載しております。ぜひご覧ください。

https://www.ad-hzm.co.jp/

会社の概況（2026年3月31日現在）
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事業年度 4月1日～翌年3月31日

配当金受領株主確定日 3月31日（期末配当）　9月30日（中間配当）

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　https://www.tr.mufg.jp/daikou/
電話　0120-232-711（通話料無料。オペレーター対応）　
受付時間　土・日・祝祭日等を除く平日9時～17時
（郵送先）〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号

上場証券取引所 東京証券取引所プライム市場（証券コード�1719）

公告の方法

電子公告とし、当社ウェブサイトに掲載します。
公告掲載URL　https://www.ad-hzm.co.jp/ir/announce/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は
日本経済新聞に掲載して行います。

株式に関するお手続きについて
お手続きの内容 お問い合わせ窓口

・届出住所等の変更届
・配当金の振込指定
・単元未満株式の買取・買増請求
・その他株式に関するお問い合わせ

証券会社に口座をお持ちの株主様 口座を開設されている証券会社
※株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできません。

証券会社に口座をお持ちでなく、特別口
座で株式を保有されている株主様

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
※電話番号などは下記「特別口座に関するお問い合わせ窓口」欄をご覧ください。

特別口座に関するお問い合わせ窓口

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

電話　0120-232-711（通話料無料。オペレーター対応）
受付時間　土･日･祝祭日等を除く平日9時～17時
（郵送先）〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
※三菱UFJ信託銀行の本店･各支店でもお取り次ぎいたします。
※各種お手続き用紙のご請求は、以下のウェブサイトでも24時間受け付けております。
https://www.tr.mufg.jp/daikou/

株主メモ
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特別口座に記録された株式について
①�株券電子化前に証券保管振替機構をご利用されなかった株主様の株式については、特別口座に記録されております。
　�特別口座は株式を売買するための取引口座ではありませんので、特別口座に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券
会社に株主様の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。
②�株主様の口座への振替請求、単元未満株式の買取・買増請求、届出住所等の変更、配当金の振込指定等につきましては、各口
座管理機関の前記連絡先にお問い合わせください。

単元未満株式（1〜99株）を整理したい場合（買取・買増請求）
①�当社株式の売買単位（1単元）は100株であり、単元未満株式（1～99株）は市場では売却できませんが、以下の方法をお取
りいただくことが可能です。
　・単元未満株式の「買取請求」…所有されている単元未満株式を当社にご売却いただくもの。
　・単元未満株式の「買増請求」…所有株式数が100株単位となるよう、当社から株式を買い増していただくもの。
②買取請求・買増請求の手続きは、単元未満株式が記録されている口座（証券口座または特別口座）によって窓口が異なります。
　詳細は、前記「株式に関するお手続きについて」をご覧ください。

配当金の口座受取りについて
配当金は、銀行口座や証券会社の口座でお受取りが可能です。
①配当金を銀行口座でお受取りの場合
　・登録配当金受領口座方式
　　�ご所有の全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座でお受取りいただけます。お取引の証券会社のうち1社にお申し出いただく
ことで、全ての銘柄の配当金を同一銀行口座でお受取りいただけます。

　・個別銘柄指定方式
　　株式をご所有銘柄毎に銀行口座を指定して、配当金をお受取りいただけます。
②配当金を証券会社の口座でお受取りの場合
　・株式数比例配分方式
　　�お取引の証券会社の口座で配当金をお受取りいただけます。「NISA」（少額投資非課税制度）において、配当金等を非課税
とするには、株式数比例配分方式を選択していただく必要があります。

※配当金の口座受取りに関するご相談は、お取引の証券会社等（口座管理機関）にお申し出ください。
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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

2026年３月期定時株主総会会場ご案内図
東京都港区東新橋１－９－１　東京汐留ビルディング　４Ｆ

株式会社安藤・間　本社　TEL 03-3575-6001（代表）

◎ 都営大江戸線「汐留駅」ゆりかもめ汐留駅方面改札、ゆりかもめ「汐留駅」直結
● 都営浅草線「新橋駅」汐留方面改札より徒歩6分　● ＪＲ「新橋駅」汐留地下改札より徒歩7分
● 東京メトロ銀座線「新橋駅」ＪＲ新橋駅方面改札より徒歩8分
※駐車場の用意はございませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。
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